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I. 本調査研究の実施概要 

１. 調査研究の背景・目的   

１－１. 背景 

我が国において、介護保険サービスは現在、利用者が原則として１割を負担しつつ、

収入に応じて負担の割合が異なる（２割、３割負担）制度となっている。現在少子高齢

化が進むなか、介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、利用者負担が２割と

なる「一定以上所得」の判断基準の見直しについて議論されてきたが、厚生労働省は、

介護サービスは医療サービスと利用実態が異なること等を考慮しつつ、改めて総合的

かつ多角的に検討を行い、第 10 期介護保険事業計画期間の開始（2027 年度～）の前ま

でに、結論を得ることとしている。 （参考：第 110 回社会保障審議会介護保険部会 （2023

年 12 月 22 日開催））1。 

その一方で、65 歳以上の第１号保険料に関しては、年間合計所得金額が 420 万円

以上の高所得者に対する標準乗率の引き上げを行うとともに、また、住民税非課税世

帯や生活保護受給者など低所得者に対しては標準乗率を引き下げるなど、所得に応

じた「応能負担」の原則が強化された2。 

現在、高齢者１人に対して現役世代が２人で支える3という状況にあり、かつ現役世

代も自身の老後のための資金を準備する必要がある中、サービスの質を確保しつつ制

度の持続可能性を維持する観点から、 「応能負担の適正化」をさらに進めることになる

と考える。 

上記「応能負担の適正化」を検討する材料として、本調査により海外の取り組み事案

を整理し、日本の実情に合った施策への議論、参考可能性の検討が最も望まれる効果

である。また本調査から、より多くの高齢者が従来と比しても納得性のある制度設計

に繋げるための重要な議論材料として活用できる。 

 

１－２. 目的と留意点  

本調査研究では、今後の介護保険制度の制度設計の参考となる、日本と同じく高齢

化や人口動態の変化に直面する諸外国の資産の取扱い等についての実態の把握及び比

較分析を行い、日本の今後の施策への有益な提言を行うことを目的とした。具体的に

は「資産を加味した何らかの制度設計がなされているか（≒資産勘案）」の把握並びに

導入経過、経緯を含めての網羅的分析を行うことである。 

調査前にはおいては 「対象国において、資産に関しての対象範囲の定義、基準金額の

算出根拠並びに基準年度のとらえ方や見直し頻度」など、運用上様々な課題があると

想定される。特に「家賃収入や配当収入等、年金収入以外で多様な収入源がある現代に

おいて、実際にどの様に公平性を保つ基準作りや運用をされているのか、各国の文化

生活習慣の背景も加味し、日本独特の課題事情の観点も踏まえて整理する」旨を留意

点として掲げ取り組んだ。 

２. 調査方法  

２－１. 調査方法 

本調査研究は我が国での介護保険制度の制度設計に参考となる資産勘案制度がある

国の情報を参考にすることを目的としている。まずは広く浅く他国の事例を把握する

ことから OECD と G20 加盟国で重複する 45 か国を対象に簡易調査を実施し、その後 15

か国に絞った。そこからさらに介護保険制度設計の参考となる介護保険の有無や、資
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産勘案見込みの有無などの項目を洗い出し４か国に絞った。最終的に一番参考となり

うる国をオランダと選定し、現地調査を含め詳細調査を実施した。調査の時間軸と調

査ステップを全体像は以下の通り。 

 

 

図  1 本調査研究で参考となる国を絞り込む経緯 

出所）DTFA 作成 

 

２－２. 基礎調査（45 各国→15 か国→４か国への絞り込み） 

本調査研究では介護保険サービスを提供している諸外国は欧米を中心に概ねの見当

はついていたものの、あらゆる可能性を探るべく対象国を広く調査することから開始

した。初期調査の対象国は OECD と G20 加盟国とし、欧州連合やアフリカ連合など国と

して定義されていないものを対象外とし、OECD か G20 加盟国のいずれに属している国

に絞ったところ 45 か国となった。45 か国の初期調査では介護保険サービスに限らず、

それぞれの国で①どのような社会保険制度があるか、②資産に応じた保険料を導入し

ているか、の２点について調査した。各国の保健省や社会保険を扱う省庁のウェブサ

イトを訪問し、英語のページがあるサイトでは社会保障制度の有無を把握するため、

unemployment, disability, childcare, long term など、資産情報については assets, 

financial institution などのキーワードがあるかを確認した。英語のサイトがない国

については機械翻訳なども使って基本的な関連用語を検索することも試みた。45 か国

の初期調査に関する概要は以下の通り。 

45か国初期調査

15 か国簡易調査

OECD / G20加盟国*¹を対象に下記条件で該当政府HPを現地語メインに調査

◼ 社会保障制度の有無(unemployment, disability, childcare, long term care, etc)

◼ 資産情報の有無（assets, financial institution, real estate, stock, bond, etc）

高齢化率上位国を対象に下記条件で該当政府HPを現地語メインに調査

◼ 社会保障制度のうち、介護に関する情報の有無(old age, elderly, long term care, etc)

◼ 資産情報の深堀（assets, financial institution, real estate, stock, bond, etc）

対象国15か国のうち、今後の介護保険制度の制度設計の参考となる資産勘案制度があるであろう4か国につ
いて、指定の調査項目に基づ調査（外部関係者へのメール照会を含む）を実施した。

対象国：オランダ、オーストリア、豪州、ノルウェー
４か国深掘調査

（調査項目準拠）

オランダ追加調査

（調査項目準拠＋α）

深掘調査対象4か国のうち、オランダについて、より詳細な調査を実施した

オランダ対面（訪問）調査

準備

オランダについて、対面（訪問）調査の準備

2024年6月

～

2024年8月

2024年8月

～

2024年10月

2024年10月

～

2024年12月

2024年12月

～

2025年2月

2025年2月



 

8 

 

 

図  2 45 か国の対象国と初期調査項目 

出所）DTFA 作成 

 

次にウェブサイトを中心に絞り込みをかけた国で上記のキーワードが特定できた国

を 15 か国に絞った。15 か国に絞り込んだ国は１）フィンランド、２）ドイツ、３）フ

ランス、４）スペイン、５）オランダ、６）デンマーク、７）スウェーデン、８）オー

ストリア、９）スイス、10）カナダ、11）ノルウェー、12）韓国、13）アメリカ合衆国、

14）オーストラリア、及び 15）ニュージーランド、となった。 

各国の社会保障と資産に関する情報は以下の通り。 

 

表  1 15 か国の社会保障制度や資産に関する情報 

# 国 社会保障制度 資産情報の有無 

１ フィンランド 国民健康保険、住宅手当、子供扶養手

当、国民年金・保証年金、失業給付、

労働補償保険 

 

２ ドイツ 医療保険、公的年金保険、失業保険、

労災保険、介護保険、生活扶助、児童

手当 

 

３ フランス 老齢保険、医療保険、児童手当、住宅

支援基金、労災保険 
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４ スペイン 国民皆保険、疾病給付、労働災害給

付、失業給付、子供手当、老齢年金、

遺族年金 

 

５ オランダ 社会保険は、従業員保険（失業給付、

労働障害給付）と国民保険（老齢年

金、児童手当、遺族年金、介護給付）

に大別 

介護給付の一部は、自己負

担について、所得と資産が

勘案される 

６ デンマーク 子供手当、公的医療保険、疾病手当、

在宅ケアサービス、労働災害、障害年

金、老齢年金、失業給付など 

資産の明示的な記述では、

遺族給付の受給資格におい

て「資産の有無や多寡が影

響する」 

７ スウェーデン 妊娠手当、両親手当、住宅手当、疾病

手当、老齢年金、介護手当など 

資産の明示的な記述は、

「所得・資産が過少な場

合、各種手当の給付資格を

有する」という文脈 

８ オーストリア 子供手当、母親手当、疾病現金給付、

老齢年金、早期退職年金、労働災害給

付、介護給付など 

公的扶助では、所得と資産

の提示が必要であり、資産

証憑として、自動車、貯

蓄、建物のローン契約、生

命保険、年金、不動産、土

地の書類提示が必要 

９ スイス 老齢保険、遺族保険、傷病保険、所得

補償手当、失業保険、家族手当など 

 

10 カナダ 国民皆保険制度(Medical Services 

Plan)は医療費・保険料ゼロ 

 

11 ノルウェー 国民皆保険、両親手当、疾病現金給

付、老齢年金、障害年金、労災手当、

介護給付など 

公的扶助に当たる手当で

は、受給資格確認のた

め、金融、不動産などの

資産保有状況が確認さ

れ、一定以上であれば、

受給資格を満たさない 

12 韓国 国民年金、国民健康保険、雇用保険、

産業災害補償保険、高齢者長期療養保

険の社会保険など 

 

13 アメリカ 

合衆国 

老齢･遺族･障害年金、高齢者等の医療

を保障するメディケアや低所得者に医

療扶助を行うメディケイド等の公的医

療保障制度、補足的所得保障や貧困家

庭一時扶助など 
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14 オースト 

ラリア 

年金、家族手当、所得保障制度、医療

保障、高齢者ケア、障害者福祉、児童

福祉など 

老齢年金は、市民拠出はな

く、政府一般財源である

が、所得のほか資産も勘案

した給付額設計の模様 

15 ニュージー 

ランド 

社会保障法成立以来、その財源を一貫

して一般租税で賄っており、社会保険

としての国民健康保険、雇用保険、国

民年金保険、介護保険はない 

 

 

出所）DTFA 作成 

 

２－３. 絞り込み調査（４か国） 

上記で示した 15 か国の簡易調査の結果、我が国での介護保険制度の制度設計に参考

となる資産勘案制度がある可能性のある国を①オランダ、②オーストリア、③豪州、④

ノルウェーに絞り調査を進めた。調査する上で、１）どのような制度があるか、２）介

護保険の有無、３）資産勘案見込みの有無、４）金融資産の把握方法などを中心に調査

した。 

調査で得られた概要は以下の通りであり、ノルウェーは生活保護と老齢年金につい

て情報が得られた。 

 

表  2 ４か国の介護保険や資産勘案に関する情報 

国 制度 介護保険 
該当の有無 

資産勘案見

込みの有無 
金融資産の把握

方法 
参考情報 

オラン

ダ 
長期介護

法 
該当する 該当する 税務税関局また

は従業員保険代

理店(UWV)から

収入と資産の詳

細を受け取りま

す（デジタル管

理） 

中央管理庁

（ CAK: 

Centraal  
Administratiek

antoor）が税務

税関局または従

業員保険代理店

(UWV)と連携 

オース

トリア 
生活保護 該当しない 該当する アナログ 請求する前に、

既存の資産を換

価（現金化）し

なければならな

い 

オー

スト

ラリ

ア 

老齢年金 該当しない 該当する アナログ・オン

ライン 
サービス・オー

ストラリア 
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ノルウ

ェー  
生活保護 該当しない 該当する ID-porten （多

くのノルウェー

の公共サービス

共通システム）

にて、税務と社

会保障のデータ

を連携している

模様 

ノルウェー労働

福祉局が、社会

保障制度全般の

遂行を担当 

老齢年金 
（補足給

付） 

該当しない 該当する 同上 同上 

出所）DTFA 作成 

 

また、これら４か国については資産勘案の状況を詳細に把握する観点から、以下の

調査項目を基にさらに詳細な調査を進めた。次章より４か国それぞれの調査は同調査

項目に従い進めた。 
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図 3 老健事業調査項目 

出所）厚生労働省 
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II. デスクトップレビュー 

１. オランダ王国  

１－１. 調査方法 

 オランダ王国の調査に関しては、デスクトップ調査及び関係者へのメール照会によ

り実施した。デスクトップ調査については、政府機関及び関係機関を中心としてお

り、主に（下記）CAK 及び CIZ のウェブサイトを参照した。関係者へのメール照会に

ついても、政府機関及び大学機関に照会依頼し、明確な返答のあった大学教授等から

の情報に基づいている。 

 

表  3 調査対象及び調査方法 

組織名 概要 調査方法 

保健・福祉・スポーツ省 

（Ministry of Health, 

Welfare and 

Sport/Ministerie van 

Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport） 

社会保障全般の所掌官庁 デスクトップ調査及

びメール照会 

中央管理庁（ CAK: 

Centraal  

Administratiekantoor） 

社会保障業務全般を管理する公

法人で長期介護法（Wlz）下、

資産勘案より個人負担額を試算

する機関 

デスクトップ調査及

びメール照会 

ケア判定センター（CIZ：

Centrum 

indicatiestelling 

zorg ） 

長期介護法（Wlz）を利用する

際の申請窓口 

デスクトップ調査及

びメール照会 

税務当局

（Belastingdienst） 

全世界所得（他国での貯蓄や投

資から生じる所得を含む）に対

しての課税を所轄する機関 

デスクトップ調査及

びメール照会 

出所）DTFA 作成 

 

１－２. 調査結果概要 

 オランダ王国では日本の介護保険制度と類似した「長期介護法（Wlz）」が運用され

ており、本制度において「資産勘案」の規定がある。その規定は「（介護サービスを

受ける際の）自己負担額は収入、資産、年齢、世帯、受ける介護サービス内容に基づ

いて計算される」と定められており、「資産≒資産勘案」と判断した。 

 

１－３. 基本情報 

１－３－１． 国の概要 

 オランダ王国は、欧州北部の立憲君主制国家である。人口は 1,776 万人（IMF2024 年)、

日本の 14％、面積は九州と同程度の 4.18 万平方キロメートルとなっている。GDP は、

11,400 億ドル（IMF2024 年）で世界 17 位であるが、１人当たり GDP は、63,750 ドル
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（IMF2024 年）と世界 11 位である。 

 

１－３－２．EU（欧州連合）下の対応  

オランダ王国は、EU（欧州連合）の原加盟国であり、財政赤字が GDP 比３％以下と

の財政規律を遵守することが義務づけられている。そのため 2009 年の金融危機

（2007 年９月から顕在化したサブプライム住宅ローン危機を発端としたリーマン・シ

ョックと、それに連鎖した一連の国際的な金融危機）の結果、社会保険関連の支出抑

制は当時最大の課題となった。対応として支出抑制のために取られた手段は、概ね以

下の四つのカテゴリーに分けられる。 

① コストを公的財源から民間・私的財源にシフトする 

② 法定された財源間で入れ替える 

③ 施設ケアをホームケアに代替し、二次医療をプライマリーケアに代替する 

④ 効率性を改善し詐欺を排除する 

更に、公的健康保険に関しても支出抑制が実施された。具体的には、自己負担の拡

大、基本的医療給付の見直しなどであり、上記④及び同見直しにより本調査の「長期

介護法（Wlz）における自己負担額への資産勘案」に繋がった点もあるとみられる。 

 

１－３－３．BSN（Burger Service Nummer：市民番号）制度  

オランダ王国では 2007 年 11 月 26 日から、従来の「社会保険・納税番号

（SOFInummer）」に替えて、BSN（Burgerservicenummer：市民番号）が導入された。

BSN は全ての居住者に対し市役所で発行され、税務手続以外にも、運転免許取得、銀

行口座開設、電子認証「DigiD」の取得等、様々な手続に利用されている。個人納税

者が電子申告を利用する場合には「DigiD」を利用することが義務付けられている

が、「DigiD」は、政府の IT サービス開発機関（GBO Overheid）と税務当局により共

同開発された電子認証システムである。本調査の「長期介護法（Wlz）における自己

負担額への資産勘案」について（１－４－４で示す「自己負担額の通知」以降）本電

子認証システム上でも確認できる。 

 

１－３－４．介護市場の現状 

（ア）高齢者人口と要介護者 

オランダ王国の 65 歳以上の人口は約 367 万人と日本の 1/10 である。オランダ王国

で 24 時間の継続的な見守りや介護が必要な重度な要介護者（長期介護法対象者）

は、年々増加傾向にある。 

 

表  4 市場規模の比較 

 オランダ王国 日本 

人口 1,776 万人 

＊IMF2024 年 

約 12,380 万人 

＊2024 年（令和６年）10  

月１日現在（確定値） 
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65 歳以上

の人口

（％） 

約 367 万人（20.5％） 

＊2024 年１月１日現在 

 

 合計 男 女 

合

計 

17,943 8,920 9,022 

65-

79

歳 

2,777 1,349 1,427 

80-

99

歳 

898 368 530 

100

歳- 

2.6 0.5 2.1 

＊単位）千人 

約 3,624 万人（29.2％） 

＊同上 

 

 合計 男 女 

合

計 

123,8

02 

60,233 63,569 

65-

79

歳 

23,352 10,977 12,374 

80-

99

歳 

12,805 4,727 8,077 

100

歳- 

87 11 77 

＊単位）千人 

要介護

者 

長期介護法（Wlz）対象者は 42.3

万人（2023 年） 

＊後述の 3-2-1 より。65 歳以上に

占める割合は 11.5％。在宅ケア対

象の社会支援法（Wmo）の 85.1 万

人と合算すると 127.4 万人とな

り、仮に 65 歳以上を母数とした場

合 34.7%を占める 

要介護（要支援）認定者数（令和

６年 11 月暫定）は 723.3 万人と

第１号被保険者に対する 65 歳以

上の認定者数の割合は、約

19.8％となっている 

 

出所）IMF 統計4、オランダ王国統計5、介護保険事業状況報告の概要6、各種資料より

DTFA 整理作成 

 

（イ） 制度の比較 

下記の表の通り、オランダ王国は長期介護法（Wlz）、健康保険法（Zvw）そして社

会支援法（Wmo）の三層構造で運用されている。長期介護法（Wlz）の被保険者は全国

民を対象としており、自己負担額については年齢、所得及び資産等によって決定され

ている。 

表  5 介護保険制度の比較 

 オランダ王国 日本 

被保険者 長期介護法（Wlz）及び健康保

険法（Zvw）は全国民（18 歳以

上、強制加入） 

社会支援法（Wmo）は地域住民 

第１号被保険者（65 歳以上） 

第２号被保険者（40～64 歳の医療

保険加入者） 

対象者 Wlz は長期の入院、24 時間ケア

を必要とする高齢者や障がい者

（長期で医療・介護を必要とす

る人）。 

Wmo は自宅にてケアを必要とす

る方々 

要支援、要介護者 
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介護認定 Wlz 下はケア判定センター

（CIZ） 

一次判定（コンピュータによる推

計）、 

二次判定（介護認定審査会による

審査） 

サービス内容 【施設】ナーシングホームや高

齢者施設 

【サービス】訪問看護、デイケ

ア、ショートステイ等 

【施設】居宅、高齢者施設、通所 

【サービス】生活支援、入浴介

護、リハビリテーション、福祉用

具レンタル等 

自己負担額

（割合） 

Wlz 下は年齢、所得、資産等に

よって決定する 

10％～30％ 

＊負担割合は「合計所得金額」

「65 歳以上の方の世帯人数」によ

って決定する 

給付方式 サービス給付 サービス給付 

給付限度額 要介護度ごとに異なる 要介護度ごとに異なる 

出所）各種資料より DTFA 整理作成 

表  6 財源の比較 

 オランダ王国の 

長期介護法（Wlz） 

日本 

財源 • 保険料(課税所得の 9.65％ 

*2025 年) 

• 自己負担(所得・資産レベルに

よって決定) 

• 政府による補填 

・ 被保険者の保険料 

・ 国庫負担金 

・ 都道府県負担金 

・ 市町村負担金） 

出所）各種資料より DTFA 整理作成 

 

１－４. 長期介護法（Wlz）制度概要 

１－４－１．変遷 

オランダ王国では、介護保障制度と医療保険制度が連動して運用され、長期介護法

（Wlz）、健康保険法（Zvw）そして社会支援法（Wmo）の三層構造となっている。2015

年以前は、特別医療費補償法（AWBZ）に定められた公的保険で長期医療・介護をカバ

ーしてきたが、2015 年１月からスタートした新しい介護保険制度（2015 年改革）で

は、従前 AWBZ がカバーしてきた在宅・施設介護サービスのうち、在宅での介護サー

ビスの大部分を社会支援法（Wmo）へ、リハビリなどを含む医療と関連が強い在宅看

護・身体介護のサービスは医療保険（Zvw）へ移管した。この結果、介護保険（2015

年以降は Wlz)は施設介護を主にカバーすることとなった。 

本調査は介護保険制度における「資産勘案」に焦点を当てており、以下「資産勘案

がある長期介護法（Wlz）」について整理する。 

 

１－４－２．運用体制 

長期介護法（Wlz）の所轄官庁は「保健・福祉・スポーツ省」である。長期介護法

（Wlz）は、継続的なモニタリングや 24 時間のケアを必要とする高齢者や障害者を対

象とし、保険者である国が Wlz 保険業務実行者に委任して、保険料の徴収からサービ

ス提供までを行っているが、介護認定はケア判定センター（CIZ）のアセスメントモ
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デルに沿って査定され、保険料の試算、確定や徴収は中央管理庁（CAK）が行う。こ

の保険料の試算、確定において個人資産を勘案するため、税務当局と連携し個人資産

（次項１－５－１（イ）にて解説する Box３に該当する）情報に基づいた通知を行っ

ている。 

下記図４「運用の流れ」はデスクトップ調査時に CAK（中央管理庁）の HP より引用

しているが、詳細は「Ⅲオランダ王国渡航調査の 2-4」に記載しており、ここでは流

れのみを示す。①Klant（利用者）が②CIZ（ケア判定センター）に申請し、③

Zorgaanbieder（介護提供者）、④Zorgkantoor（介護管理局）を経由し⑤CAK（中央管

理庁）へと流れている。CAK（中央管理庁）から⑥Belastingdienst（税務当局）への

矢印（→Wlz）は無いが、実際はデータのやり取りをしている。なお①から⑥の番号

は解説のため便宜上追記している。 

 

図  4 運用の流れ 

引用）CAK7 

 

１－４－３．対象者 

長期の入院、24 時間体制のケアを必要とする高齢者や障害者（長期医療・介護を要

する人／認知症の進行した高齢者、身体および精神障害者等）が長期介護法（Wlz）

の対象となる。 

 

１－４－４．利用での流れ 

申請、認定から自己負担額までの流れは以下の表７の通り８ステップとして記され

ている。なお詳細は「Ⅲオランダ王国渡航調査の２－４」に記載している。 

表  7 ８ステップ 

ステップ 内容 段階 

1 長期介護法（Wlz）のチェック 長期介護法に基づく

介護申請 2 申請書類を作成する 

3 MijnOverheid 経由で申請状況をフォローします 

4 CIZ に連絡する 

5 調査（実態調査） 

⑤  

①   

②  

①   

④  

⑥  
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6 適応決定（介護度の決定） 介護度の決定 

7 ケアを手配する（介護サービスの手配） 給付サービスの決定 

8 自己負担額の通知 自己負担額の通知 

引用）CIZ8 

 

ステップ３記載の「MijnOverheid9」は政府機関との行政申請や進捗・結果確認が

できるウェッブサービスで、専用アプリ「DigiD10」経由でパソコンやスマートフォン

にて申請状況が確認できるようになっている。 

ステップ６においてケアプロファイル（zorgprofielen）が発行される。ケアプロ

ファイルとは、日本の要介護度区分に相当するもので、ケアプロファイルの種類に応

じてケアの内容（認知症ケアや看護ケアの有無等）および入居可能な施設が決まる。

このケアプロファイルを受けた者は，介護管理局（zorgkantoor）と相談し、介護サ

ービスを受ける事業者を選定する（ステップ７）。選定された介護サービス事業者

は、受給希望者とともに介護プラン（zorgplan）を作成することが義務付けられてい

る。以上の経過を経て、ステップ８「自己負担額の通知」に移行する。 

 

１－４－５．給付サービス内容 

主として介護サービス（施設入居、在宅ケア／施設入居、在宅ケア、個人介護予算

（PGB））が給付サービスとなるが、前述の通り長期介護法（Wlz）は施設入居を対象

としている。 

 

１－４－６．保険料 

被用者の場合、毎月給与の一定割合（2025 年は 9.65%）が保険料として課されてい

る。事業主負担はなく、事業主は税務署に対して個人負担分のみを納付する。子供や

収入のない被扶養者は保険料の納付義務が免除されている一方、年金受給者について

は年金の一定割合が保険料として年金支給時に差し引かれる。なお、年齢や収入額に

応じた保険料の減免制度が別途設けられている。また、Wlz の受給者に対しては、受

給者の収入、資産等に応じた次項の自己負担額が発生する。 

 

１－４－７．自己負担額 

自己負担額は収入、資産、年齢、世帯、受ける介護サービスに基づいて計算され

る。収入について、控除金額は単身の場合 33,748 ユーロ（2025 年。2024 年は 31,747

ユーロ）、夫婦（パートナー）の場合 67,496 ユーロ（2025 年。2024 年は 63,494 ユー

ロ）で、控除金額を超える資産の 4％が収入として計算される。２年前（暦年）の収

入と資産に基づいて計算されるが、2 年前の資産よりも減っている場合には別途個別

申請となる（Ⅲの 2-(8)記載）。なお、対象世帯もしくは夫婦（パートナー）の定義は

ご本人単身、もしくはご本人と共同世帯（結婚、パートナーシップもしくは同居）を

形成している方であり、居住する成人の子供および親は含まれない。 

自己負担額には上限及び下限が設定され、介護サービスの種類と個人の状況によっ

て異なる。家庭用または個人予算用のモジュラーパッケージは 2025 年に月額最低

29.2 ユーロ（2024 年は 28.60 ユーロ）、月額最高 900.8 ユーロ（2024 年は 880.40 ユ

ーロ）の自己負担額を支払うことになる。自宅または短期滞在（4 か月未満）のフル

パッケージは 2025 年に月額最低 205 ユーロ（2024 年は 200.40 ユーロ）、最高

1,076.6 ユーロ（2024 年は 1,052.20 ユーロ）の自己負担額を支払うことになる。ま
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た施設での長期滞在は 2024 年に月額最低０ユーロ、最高 2025 年は 2,954.4 ユーロ

（2024 年は 2,887.40 ユーロ）の自己負担額を支払うことになる。 

 

表  8 介護サービス別自己負担額の上下限（2025 年） 

介護サービス 月額最低 月額最高 

家庭用または個人予算用のモジュ

ラーパッケージ 

29.2 ユーロ 900.8 ユーロ 

自宅または短期滞在（4 か月未満）

のフルパッケージ 

205 ユーロ 1,076.6 ユーロ 

施設での長期滞在 ０ユーロ 2,954.4 ユーロ 

出所）CAK 資料及び CAKHP より 

 

１－５. 資産勘案に関する規定 

オランダ王国では日本の介護保険制度と類似する 「長期介護法（Wlz）」が運用されて

おり、本制度において「資産勘案」の規定「（介護サービスを受ける際の）自己負担額

は収入、資産、年齢、世帯、受ける介護サービス内容に基づいて計算される」と定めら

れており、「資産≒資産勘案」と判断した。 

 

１－５－１．長期介護法（Wlz）における資産勘案 

（ア） 背景 

オランダ王国の介護保険制度に関して 2015 年の介護保険制度改革で大きく変更が

行われ現在の運用となっているが、資産勘案の制度自体の導入は 2013 年である（Ⅲ

の 2-(3)に記載）。上記制度改革は、①コストの節約によって介護サービスが利用可能

な状態を維持する、②オランダ王国では従来から施設入所率が高かったが、以降は自

宅で充足する（様に促す制度設計）、③介護サービスの品質を改善する、の三点を目

標に行われた。 

 

（イ）資産の定義と範囲 

資産の範囲を CAK の HP では「貯蓄、投資、セカンドハウスなどの資産」と定義し

ている。具体的には税務当局が個人の収入から資産を仕分けしている下記３つの Box

の中の Box３を指し（表９）、詳細な Box３の対象収入、資産については、表 10 の通

りである。なお、Box１、２、３共に全世界所得が対象となっているが、当局からは

複数口座を持っている場合含め「100％の補足は困難」とのコメントを受けている。 

表  9 税務当局の仕分け  

Box 内容 

１ 仕事または福利厚生からの収入、および自宅不動産 

２ 株式および配当による収入 

３ 貯蓄と投資からの収入、資産 

出所）税務当局 
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表  10 Box 3 の詳細  

Box３の詳細 

➢ 銀行および貯蓄口座の預金 

➢ 株式、債券、利益証書およびオプション（重要な持分に属さないもの）、例えば

「非免除の環境投資部分」「社会投資」 

➢ 債権（例：貸付金および現金） 

➢ セカンドハウス（例：別荘） 

➢ その他の不動産（例：賃貸している家） 

➢ 非免除の資本保険部分 

➢ ボックス 1 で課税されない定期的な給付の権利 

➢ 使用権、裸所有権（特定資産に対する所有権の一形態）または定期的な給付 

➢ その他の資産（例：当選した宝くじ） 

➢ 仮想通貨（例：ビットコインおよびその他の仮想通貨） 

➢ 手当の後払い（その他の債権として申告します） 

➢ クラウドファンディングを通じて受け取った、または貸し付けた金額 

➢ 未分割の財産（将来受け取る遺産で自分の持分のみを申告します。資産の種類

を考慮する必要があります。例えば、賃貸している家が未分割の財産に含まれ

ている場合、その家の自分の持分をその他の不動産として申告する） 

＊例 貯蓄口座がまだ分割されていない財産に属しています。この貯蓄口座には

1 月 1 日に€1,000 があります。相続人が 2 人います。各相続人は€500 をボック

ス３の資産として申告します。 

引用）税務当局11 

 

（ウ） 資産の補足方法 

前項の通り、基本的には CAK が税務当局の Box１，２，３と連携し資産情報を捕捉

するが、税務当局以外に所得に関して従業員保険代理店(UWV)ともデータ連携してい

る。具体的な補足に関する CAK と税務当局間のやり取りに関してはⅢ-２－（４）及

び（６）に記載し、取り決めに関してはⅢ-３に記載する。 

 

１－５－２．オランダ王国の経過と評価 

オランダ王国では、政府の政策に関して調査分析する政府機関として国立社会

調査研究機関（The Netherlands Institute for Social Research, ResearchHet 

Sociaal en Cultureel Planbureau:SCP）が設置されており、同機関は、2018 年 1

月に介護保険制度改革の報告書「De Wmo 2015 in praktijk,De lokale 

uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning」を公表している。同

報告書では、介護サービス関係の支出増加は横ばいになったとして、介護保険制

度の持続可能性について「まだ模索過程にある」と指摘をしている。 

また、欧州委員会（European Commission）が 2019 年 6 月に公表した報告書

「Joint Report on Health Care and Long-Term Care Systems & Fiscal 

Sustainability」では、オランダ王国について長年にわたる広範囲の改革は、病

院利用の低下などかなりの程度成功していると評価で、今後これらの改革を継続

することが課題である」と指摘している。 
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１－５－３. 長期介護法（Wlz）における自己負担額への資産勘案」への議論  

デスクトップ調査並びに関係機関・関係者へのメールによるヒアリング調査時

において、「長期介護法（Wlz）における自己負担額への資産勘案」に関する情報

は殆ど無く、「資産勘案は（現時点では）主要な論点では無い（Prof. Dr. Wim 

Groot／Maastricht University）」ともコメントを受けている。後述Ⅲ－１－

（３）のヒアリング結果には「（導入）当時は大変な議論があった」旨受けている

が、導入から約 12 年を経て「制度自体への理解は凡そ得られている」中、個別諸

事情に応じた対処対応を継続したことで個別議論に落ち着いていると推察され

る。 
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２. オーストリア共和国  

２－１. 調査方法 

 オーストリア共和国の調査に関しては、デスクトップ調査及び関係者へのメール

照会により、調査を実施した。デスクトップ調査については、政府機関及び研究機関を

中心としており、主に「連邦社会問題・保健・ケア・消費者保護省」のウェブサイトを

参照した。関係者へのメール照会についても、政府機関及び研究機関に照会依頼し、明

確な返答のあった、連邦社会問題・保健・ケア・消費者保護省からのレターを参考添付

する。 

 

表  8 調査対象及び調査方法 

組織名 概要 調査方法 

連邦社会問題・保健・ケ

ア・消費者保護省 

（undesministerium für 

Soziales, Gesundheit, 

Pflege und 

Konsumentenschutz） 

社会保障の担当省庁 デスクトップ調査及びメー

ル照会（「資産勘案による利

用料増減する制度は無い」

旨回答有り） 

出所）DTFA 作成 

 

２－２. 調査結果概要 

 オーストリア共和国では「介護手当」制度が運用されているが、本制度において

「資産勘案」の規定は無い。他方、社会保障制度の中の福祉における「社会扶助と最低

所得」において、「資産勘案」に類似の支給要件の規定がある。その規定は「社会扶助

と最低所得を受給するには、その請求をする前に、既存の資産を現金化する必要があ

る」と定められており、「資産の現金化≒資産勘案」と判断した。 

 

２－３. 基本情報 

２－３－１．国の概要 

オーストリア共和国は、凡そ欧州中央に位置し９つの州からなる連邦共和制国家で

ある。人口は約 917 万人（2024 年 4 月 1 日時点（暫定値）、出所：オーストリア統計

局)で日本の 7.4％、面積は北海道とほぼ同じ約 8.4 万平方キロメートルとなっている。

GDP は、約 5,176 億米ドル（IMF2023 年）で世界 27 位であるが、１人当たり GDP は、

57,081 米ドル（IMF2024 年）と世界 14 位である。 

 

２－３－２． 社会保障制度全般 

（ア）社会保障制度の概要 

オーストリア共和国の社会保障制度は大きく、年金、健康保険、傷害保険の「社会保

険」分野と、本調査対象となった資産勘案と類似の規定がある「福祉」（詳細は次項以

降に記載）、そして「介護」に分かれる。 

 

（イ）組織について 

社会保険分野は 2018 年 12 月、当時存在していた社会保険機関を、主要な協会では

なく、１つの傘下組織の下に５つの社会保険機関に統合する社会保険組織法(SV-OG)を
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可決し、2020 年１月１日から施行されている。これにより、オーストリア共和国には

現在、以下の社会保険機関が存在し、社会保険機関 (DV) の傘下組織に統合されてい

る。 

・オーストリア健康保険基金(ÖGK) 

・公務員・鉄道・鉱業保険協会(BVAEB) 

・自営業者・農業者社会保険(SVS) 

・年金保険機関(PVA) 

・一般社団法人 General Accident Insurance Institute (AUVA) 

これは、効率的で近代的で市民志向の社会保険制度を確保することを目的とし、一

定の効果をあげているとされている。 

 

（ウ）介護について 

「介護」については連邦介護手当法（Bundespflegegeldgesetz）により、統一的な介

護手当が支給される。同法において、介護が必要な者は「要介護者（Pflegebedürftige 

Person）」と呼ばれ、身体的・精神的障害または感覚障害により、介護及び援助が６か

月以上継続的に必要である場合に、介護手当が支給される（連邦介護手当法第４条）。

なお、年齢による制限は設けられておらず、収入や資産、介護が必要となった原因も問

われない。 

なお、オーストリア共和国では 2022 年以降、介護専門職の強化、研修の促進、家族

介護者の負担軽減のために、約 45 の措置を含む３つの介護改革パッケージが開始され

ており、以下に主な施策を記す。 

a)介護改革パッケージ（2022 年） 

－特別目的助成金として、資格のある看護師、看護助手、看護助手、および社会的

ケア専門職のメンバーの報酬を増やすために、州が最大５億 7,000 万ユーロを利用

できるようにした。 

b）介護改革パッケージ（2023 年） 

－介護士の雇用に対する 24 時間介護の補助金が 640 ユーロから 800 ユーロに引き上

げられた。(または、２人の扶養家族の介護者の場合は 1,280 ユーロから 1,600 ユーロ) 

－ヤングケアラー支援 

c）介護改革パッケージ（2024 年） 

－ソーシャルケア専門職の職務プロファイル、活動、およびトレーニングが全国的

に一律に開発される。2025 年１月１日以降、義務教育と訓練、およびスキルの間のシ

ームレスな移行を確保するために、すべてのソーシャルケア専門職の年齢制限が一律

に 18 歳に引き下げられ、将来的にはホームヘルパーによる「目や耳の点眼薬や血圧測

定」などを行うことが許可される予定である。 

 

２－４. 資産勘案に類似する規定 

オーストリア共和国には社会保障制度の中の福祉における「社会扶助と最低所得」

において、「資産勘案」に類似の支給要件の規定がある。 

 

２－４－１．福祉における「社会扶助と最低所得」 

（ア） 社会扶助基本法12（Sozialhilfe-Grundsatzgesetz） 

2019 年６月１日に施行された社会扶助基本法が福祉（「社会扶助（Sozialhilfe）」と

「最低所得（Mindestsicherung）」）を担っているが、連邦州ではまだ全国的に施行され

ていない。2025 年１月１日現在、７つの州(ブルゲンラント州、ケルンテン州、ニーダ
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ーエスターライヒ州、オーバーエスターライヒ州、ザルツブルク州、シュタイアーマル

ク州、フォアアールベルク州)で施行法が施行されている。ウィーンでは、一部の分野

で社会扶助基本法が施行されている(障害者手当、資産規制、より厳しい制裁措置など)。

なおそれぞれの施行法が施行されるまでは、個々の連邦州の古い最低所得法が引き続

き適用される(チロルではまだ施行されていない)。 

 

（イ）「社会扶助」と「最低所得」での資産（Vermögen）勘案に関する規定 

a） 前提条件 

前項の社会扶助基本法に基づく「社会扶助」と「最低所得」を受給するには、その

請求をする前に、「既存の資産を現金化する必要がある（まずは資産を現金化し生活

費に充当することが求められる）」と定めている。なお、資産要件を導入した経緯や

背景までは確認できていない。 

b） 除外資産 

ただし、特定の資産は当該者の生活を危うくしたりする可能性があるので、下記は

除外される。 

‐職業上の理由または特別な状況(特に障害者)で必要な自動車 

‐家庭用品 

なお、最低所得の分野における州法の規定である資産手当（2025 年に約 7,254 ユー

ロ）が定められている。 

c） 対象者 

本制度の対象者は EU、EEA、または EEA の市民でオーストリアの従業員であるか、オ

ーストリアに５年以上住んでいる場合にのみ、オーストリアで社会扶助または最低所

得を受ける権利がある。原則として、第三国の国民は、すでにオーストリアに５年以上

合法的に居住している場合にのみ、社会扶助または最低所得を受ける権利がある。ま

た庇護を受ける資格のある人は、難民としての保護資格を与えられた時点から、社会

扶助または最低限の収入を受ける権利がある。 

d）申請窓口 

申請窓口は市役所または地区行政窓口、法定都市の場合は治安判事、ウィーンの場

合 MA 40 のソーシャルセンターまたはソーシャル部門 

e） 申請方法 

前項申請窓口へ、オンラインフォーム、郵送、ファックス、電子メール、または担当

の社会福祉センターに直接申請する。 

f） 申請に必要な書類（ウィーンの場合） 

ウィーンの場合、以下の収入・資産関連書類の提出が必要となる。 

‐現在の収入書類 

例: 賃金/給与確認書 (純収入)、健康保険提供者からの給付証明 (傷病手当、育

児手当、リハビリテーション手当など)、扶養手当、年金通知書/年金通知書、補

助金通知書、その他の収入の種類と金額の証明 

‐申請した給付証明 

例: 公共職業安定所からの給付申請書、健康保険提供者からの給付、扶養手当/扶

養手当、年金およびその他の収入 

‐資産証明 

例: 銀行取引明細書、貯蓄、有価証券、住宅貯蓄契約、生命保険/年金規定の解約

返戻金、相続、贈与、自動車、不動産 

‐家賃領収書 
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例: 賃貸契約書、家賃の金額の証明現在の家賃（家賃の内訳） 

‐口座名義人の証明（銀行取引明細書など） 

g） 収入制限（ウィーンの場合） 

ウィーンの場合、前提条件として収入なしまたは収入が下記の制限額以下であると

している。 

‐独身者またはひとり親: 1,155.84 ユーロ 

‐結婚、登録パートナーシップ、または同棲で他の人と同居している 25 歳以上の人 

(1 人あたり): 809.09 ユーロ 

‐未成年の子供の場合 (子供１人あたり): 312.08 ユーロ 

 

２－５. オーストリア共和国における考察 

上述の通り、オーストリア共和国では社会保障制度の中の福祉における「社会扶助

と最低所得」において、「資産勘案」に類似の支給要件の規定「社会扶助と最低所得を

受給するには、その請求をする前に、既存の資産を現金化する必要がある」と定められ

ており、「資産の現金化≒資産勘案」と判断した。 

なお、本調査（デスクトップ調査及び関係機関へのヒアリング）のみでは以下の点を

明らかにすることはできなかった。 

●実際の運用における課題点： 

例えば「申告していない現金化が可能な動産（絵画や骨とう品等）」や、「海外

に保有している動産・不動産」など資産把握が困難と思われる資産の取り扱い方

法。また「資産を現金化した証拠・証明」をどの様に立証するのかの方法。 

●資産勘案への評価： 

本制度の運用がどの様な評価がなされているのか、社会保障制度全般の論文等

に当たったが明確な評価に関する記述を確認することはできなかった。 
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３. ノルウェー王国  

３－１. 調査方法 

ノルウェー王国の調査に関しては、デスクトップ調査及び関係者へのメール照会に

より、調査を実施した。デスクトップ調査については、政府機関及び研究機関を中心と

しており、主に、ノルウェー労働福祉局のウェブサイトを参照した。関係者へのメール

照会についても、政府機関及び研究機関に照会依頼し、明確な返答のあった、労働社会

包摂省およびオスロメトロポリタン大学からの情報に基づいている。 

 

表  9 調査対象及び調査方法 

組織名 概要 調査方法 

労働社会包摂省 

 

ノルウェーの社会保障全般

の所掌官庁 

デスクトップ調査及びメール

照会 

労働福祉局 

NAV （ Arbeids- og 

velferdsetaten/ 

Norwegian Labour 

and Welfare 

Administration） 

ノルウェーの社会保障業務

を実行する政府機関 

デスクトップ調査及びメール

照会 

オスロ大学 ノルウェーの主要大学 デスクトップ調査及びメール

照会 

オスロメトロポリタ

ン大学 

ノルウェーの主要大学 デスクトップ調査及びメール

照会 

社会研究機関 社会科学全般の研究機関 デスクトップ調査及びメール

照会 

出所）DTFA 作成 

 

３－２. 調査結果概要 

ノルウェー王国では「介護手当」制度が運用されているが、本制度において「資産勘

案」の規定は無い。他方、社会保障制度の中の「経済的社会扶助」及び「老齢年金補足

給付」において、「資産勘案」に類似の支給要件の規定がある。その規定は「申請時に

（給付対象者の）所得や資産に関わる資力調査が行われる」と定められており、「資力

調査≒資産勘案」と判断した。 

 

３－３. 基本情報 

３－３－１． 国の概要 

ノルウェー王国は、欧州北部の立憲君主制国家である。人口は 525 万人 （IMF2022 年)、

日本の４％、面積は日本と同程度の 38.6 万平方キロメートルとなっている。GDP は、

5,793 億ドル（IMF2022 年）で世界 24 位であるが、１人当たり GDP は、10 万 6,328 ド

ル（IMF2022 年）と世界５位であり、世界有数の高所得国である。ノルウェーは、EU （欧

州連合）非加盟国である。一方で、EFTA （欧州自由貿易連合）、EEA （欧州経済領域）加

盟し、EU の単一市場に組み込まれている。また、シェンゲン協定にも加盟しており、

EU 諸国との間で人の往来も自由な状態となっている。そのため、EU 加盟国ではないた

め、EU における政治的な権限は有していないものの、人的・経済的には、EU 諸国と高
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度に統合された状態となっている。 

 

３－３－２． 社会保障制度全般 

（ア）社会保障制度の概要「国民皆保険制度」 13 

ノルウェー王国は、他の北欧諸国と同様に、社会保障制度が充実しており、基本的に

国民皆保険制度にて賄われている。具体的な被保険者が受給可能な社会保障制度とし

ては、老齢年金、遺族年金、障害手当、障害基本手当および介護手当、技術的補助等、

労働査定手当、職業傷害手当、ひとり親手当、病気、出産、養子縁組、失業の場合の現

金給付、病気および出産の場合の医療給付、葬儀手当などが挙げられる。こうした給付

は、基礎数量という算出のベースとなる金額に基づいており、その金額は、賃金水準に

基づき、毎年改定される。 

また、政府が全額負担する制度も多く、出産・養子縁組時の一時金、日常生活機能向

上のための助成金、基本給付、介護給付、出生時・幼少時の障害に対する保証補足年

金、教育給付、育児給付、遺族・独身、離婚、別居した親に対する給付、遺族看護給付、

資力調査に基づく葬儀給付、親の返済額を超える子供の養育費の前払が挙げられる。

なお、後述の通り、経済的社会扶助及び老齢年金補足給付も、運営は、国民皆保険制度

上の他の社会保障制度と同様、労働福祉局により行われているものの、その財源とし

ては、全額政府予算から支出されている。 

国民皆保険の仕組みとしては、政府と雇用者・労働者・自営業者による双方積み立て

によるものであり、保険料率及び給付額は議会で決定される。労働者及び自営業者の

保険料は、年金計算上の所得を基準に積算されるが、同所得が NOK 69 650 未満の場合、

保険料の拠出は不要となっている。また、疾病手当、出産手当、失業手当などの給付額

も年金計算上の所得が基準となっている。保険料率としては、労働者は年金計算用所

得の 7.8％、自営業者は同じく 11.0％となっている。 

（イ）組織について 

ノルウェー王国には、16 の省庁があり、そのうち労働社会包摂省、子供家族省、保

健ケアサービス省の３省が、広い意味での社会保障関連を所掌している。このうち、労

働社会包摂省傘下のノルウェー労働福祉局が、各種社会保障制度の実行機関となり、

同局の元、中央政府と地方自治体が協力して、公共労働福祉サービスが提供されてい

る。同局は、ノルウェーの福祉国家制度を機能させる重要なセーフティネットとして、

位置づけられており、包括的な社会及び労働生活、十分に機能する労働市場を創出す

ることを目標としている。同局の具体的な制度機能としては、失業手当、労働評価手

当、傷病手当、年金、経済的社会扶助、育児手当、児童手当、介護給付金などが含まれ、

これら全体で、国家予算の約３分の１を管理している。 

 

３－４. 資産勘案に類似する規定 

ノルウェー王国には社会保障制度の中の「経済的社会扶助」及び「老齢年金補足給

付」において、「資産勘案」に類似の支給要件の規定がある。 

 

３－４－１． 経済的社会扶助 

（ア）「経済的社会扶助」制度 

ノルウェー王国には、日本と類似の生活保護制度として、「経済的社会扶助」制度が

存在する。労働社会包摂省によると、同制度の目的は、基礎的な社会生活上必要な財・

サービスを得るための所得を持たない人々の社会生活を維持することにあるとしてい

る。同扶助は、申請者の必要生活費の裁量的評価に基づき、給付額は「（給付対象者の）
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所得や資産に関わる資力調査」によって異なること、申請者の必要生活費をカバーす

るのに十分でないあらゆる形態の所得支援を行うものとされている。 

また、同制度は、「雇用福祉行政における社会福祉に関する法律（社会福祉法）」に

て、法定化されている。制度自体は、相応の歴史を有していると想定されるものの、現

在の根拠法自体は、2009 年に制定されている。 

a） 資産勘案に関する規定 

 上述の通り「（給付対象者の）所得や資産に関わる資力調査」が行われ、「資力調

査≒資産勘案」と判断する。委細については４．３に取りまとめる。なお、資産要件

を導入した経緯や背景までは確認できていない。 

b） 受給資格 

経済的社会扶助における受給資格要件は、合法的なノルウェー居住者であることで

ある。すなわち、外国籍の者であっても、違法滞在者でない限り、受給資格を有してい

る。一方、国外居住者は、ノルウェー国籍であっても、受給対象とはならない。 

c） 拠出額 

本制度は給付型の制度であり、サービス受給側からの拠出はない。 

d） 受給額 

受給額は、受給者の所得や支出などの経済状況によって異なっている。また、政府の

ガイドラインや各自治体における、支給すべき生活費の水準にも差異があり、各自、各

地域の状況によって決定される。なお、2024 年１月現在の政府による給付額のガイド

ラインでは、以下の通りとなっている。 

 

表  10 生活費給付に関する国のガイドライン 

属性 給付額 

単身者 NOK 7,850（約 11 万円） 

夫婦・同居 NOK 13,100（約 19 万円） 

シェアハウス居住者 NOK 6,600（約 9.5 万円） 

子供（0-5 歳） NOK 3,850（約 5.5 万円） 

子供（6-10 歳） NOK 3,950（約 5.5 万円） 

子供（11-17 歳） NOK 5,150（約 7.3 万円） 

注釈）NOK:ノルウェークローネ 

出所）労働福祉局14 

 

以上の通り、金額としての目安が示されているが、給付対象となる支出項目につい

ては、いくつかの事例が示されている。一つ目は、最も基礎的な部分になる生活必需品

である。具体的には、食費、住居費（家賃など）、電気代、暖房費、市税などに加え、

歯科治療費、衣服代、レジャー活動費、休日や堅信礼（信仰告白）などの特別な行事に

かかる費用も含まれている。二つ目は、医療費、精神的な治療費、歯科治療、薬の購入

費用である。三つ目として、自分で保証金を支払う経済的余裕がない場合、賃貸契約に

署名する際の保証金支払いに関する援助も申請できる。四つ目として、高騰している

電力代の支援も申請が可能である。 

なお、給付の対象は以上に限られるということではなく、他の費用についても、個別

の状況が考慮され、給付可否の判断がなされる。 

e） 申請から受給の流れ 
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申請から受給までの手続きは、地方自治体における窓口を通じて、行われる。 

a） 申請 

まず、以下の書類を準備し、労働福祉局のウェブサイトを通じて、居住地域の労働福

祉局窓口当て、オンラインで申請する。 

・家賃や電気代など、援助申請内容の請求書/領収書 

・納税申告書 

・税金の精算書 

・仕事がある場合は給与明細書 

・現在残高を含むすべての銀行口座の取引明細書 

・住居（賃貸）の文書 

・身分証明書 

・有効な居住許可証 

b） 審査 

審査では、経済的社会扶助の必要性について、申請者各自の状況に応じて個別に評

価が行われる。審査に際しては、生活に不可欠な費用、収入、将来の収入の可能性が重

視される。また、年齢、家族や生活の状態、健康状態も考慮される。 

    

３－４－２．老齢年金補足給付15 

（ア） 老齢年金制度 

ノルウェー王国の老齢年金補足給付は、2005 年制定の法律「ノルウェーにおける短

期在住者に対する補足給付に関する法律」で老齢年金制度に組み込まれた、比較的新

しい制度である。老齢年金制度本体は国民皆保険制度の一部であり、国民保険制度は

ノルウェーの居住者全員を対象とし、老齢年金を受け取るには、67 歳までにノルウェ

ーに 40 年間居住している必要がある。そのため、ノルウェーに居住し 67 歳に達し

ているものの、ノルウェーでの居住期間が 40 年未満であるため、十分な年金やその

他の資金がない者に対して給付されるものが、老齢年金補足給付である。 

また、本制度は、上述の老齢年金の受給要件を満たさない高齢者に対して、長期間の

経済的社会扶助を給付する代替として設立されたものであり、基本的な制度の考え方

は、経済的社会扶助に準じている。そのため、後述の通り、受給に当たっては、所得や

資産に係る資力調査が行われる。 

（イ） 資産勘案に関する規定 

上述の通り「（給付対象者の）所得や資産に関わる資力調査」が行われ、「資力調査≒

資産勘案」と判断する。委細については４．４に取りまとめる。 

（ウ） 受給資格 

上述の通り、ノルウェーに居住しており、67 歳に達していながら、ノルウェー居住

期間が 40年未満であり、通常の老齢年金が十分給付されていない者が受給対象となる。 

（エ） 拠出額 

老齢年金制度本体は、国民皆保険制度としての拠出があるが、補足給付は、上述の通

り、ノルウェー居住期間が短い者への給付制度であり、拠出額はない。 

（オ） 受給額 

受給額は、基本となる額が、労働福祉局により設定されており、そこから各自の所得

や資産の状況に応じて減額される。基本額は、以下の通りである。 
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表  11 老齢年金補足給付に関する国の基本額 

属性 給付額 

単身者 (高率の場合) NOK 19,479（約 27 万円） 

配偶者が 67 歳未満で、障害を持つ

難民でない場合（高率の場合） 

NOK 19,479 （約 27 万円） 

配偶者が 67 歳超又は障害を持つ難

民の場合（通常の率の場合） 

NOK 18,019 （約 25 万円） 

その他の成人と同居の場合 

（通常の率の場合） 

NOK 18,019 （約 25 万円） 

出所）労働福祉局 

 

（ア） 申請から受給の流れ 

申請から受給までの手続きは、概ね経済的社会扶助と同様である。すなわち、地方自

治体における窓口を通じて申請を行い、審査・承認される。 

a） 申請 

申請時に以下の書類を準備し、労働福祉局に直接訪問し、申請を行う。 

・パスポートまたはその他の渡航文書（搭乗券など） 

・本人と配偶者、同棲相手、または登録パートナーのノルウェーおよびその他の国

からのすべての収入または年金の最新文書 

・本人と配偶者、同棲相手、または登録パートナーの最新の課税評価通知の写し 

b） 審査 

審査では、経済的社会扶助と同様に、申請者各自の経済的、社会的状況に応じて個別

に評価が行われる。 

 

３－４－３．「経済的社会扶助」における資産16 

労働福祉局によると、経済的社会扶助について、所得のみならず資産も考慮の対象

とされている。 

（ア）資産の定義 

ノルウェー王国の経済的社会扶助の受給に当たっては、所得のほか資産の保有状況

も考慮される。明確な定義は確認されていないものの、申請時に銀行口座の取引明細

書、住居（賃貸）関連文書の提出が義務付けられていることから、それらが考慮される

ものと推察される。 

（イ）資産の勘案方法 

資産の勘案方法については、労働社会包摂省によると、基本的に保有している資産

（銀行預金、貯蓄、生命保険など）を処分現金化・使用する必要がある。ただし、地方

自治体は、申請者の資力の考慮の有無やどのように勘案するかは、申請者の状況によ

るとしている。具体的な考慮内容としては、保有資産の種類、給付申請額の規模、現金

化・使用した結果としての経済状態、給付申請期間などとなっている。 

（ウ）データ連携・確認方法 

経済的社会扶助では、ID-porten というノルウェーデジタル庁が運営するソリューシ

ョンが利用されている。ID-porten は、多くのノルウェーの公共サービスで共通のロ

グインソリューションであり、MinID、BankID mobile、BankID、Buypass、Commfides な

どの複数のログイン方法が含まれている。 
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３－４－４．「老齢年金補足給付」における資産17 

 経済的社会扶助と同様に、給付に当たっては、所得に加え資産の保有状況も勘案

される。 

（ア）資産の定義 

具体的な資産の定義は確認できていないが、労働福祉局によると、ノルウェー国内

および海外のすべての収入と資産が積算上考慮されるとしている。なお、所得につい

ては、以下が該当すると定義づけられている。 

・賃金 

・国民保険からの退職年金 

・他国からの年金および収入 

・ノルウェーのその他の公的部門または民間の年金 

・結婚法に基づく新規移民向けの導入給付、資格給付、介護給付金および配偶者扶養

費 

・介護手当 

・資本所得、例：利子 

 

（イ）資産の勘案方法 

資産の勘案方法として、一定以上の経済状態の者は対象外とするための線引きがあ

る。すなわち、受給に当たっては、保有する資産価値が 国民皆保険の保険料の最低基

準額（2024 年現在、NOK 62,014 （868,196 円））未満でなければならない。なお、所得

については、「年金保証額」（年金の最低基準額）未満でなければならないという基準が

設けられている。 

 

（ウ）データ連携・確認方法 

経済的社会扶助と同様に、ID-porten というノルウェーデジタル庁が運営する、多く

のノルウェーの公共サービスで共通のログインソリューションが利用されている 

 

３－５. ノルウェー王国における考察 

上述の通り、ノルウェー王国では社会保障制度における「経済的社会扶助」及び「老

齢年金補足給付」において、「資産勘案」に類似の支給要件の規定「申請時に（給付対

象者の）所得や資産に関わる資力調査が行われる」と定められており、「資力調査≒資

産勘案」と判断した。 

なお、本調査（デスクトップ調査及び関係機関へのヒアリング）のみでは以下の点を

明らかにすることはできなかった。 

－実際の運用における課題点： 

例えば「申告していない現金化が可能な動産（絵画や骨とう品等）」や、「海外に

保有している動産・不動産」など資産把握が困難と思われる資産の取り扱い方法。

また「資産を現金化した証拠・証明」をどの様に立証するのかの方法。 

－資産勘案への評価： 

「経済的社会扶助」及び「老齢年金補足給付」の運用がどの様な評価がなされて

いるのか、社会保障制度全般の論文等に当たったが明確な評価に関する記述を確

認することはできなかった。なお、労働社会包摂省によると、資力調査に基づく本

制度の側面が、どのように人々に評価されているかについて、特別の知見は有して

いないとの回答を得た。  
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４. オーストラリア連邦  

４－１. 調査方法 

オーストラリア連邦の調査に関しては、デスクトップ調査及び関係者へのメール照

会により、調査を実施した。デスクトップ調査については、政府機関及び研究機関を

中心としており、主に、サービス・オーストラリア およびマイ エイジド ケアのウ

ェブサイトを参照した。関係者へのメール照会についても、政府機関及び研究機関に

照会依頼し、明確な返答のあった、オーストラリア国立大学からの情報に基づいてい

る。 

 

表  12 調査対象及び調査方法 

組織名 概要 調査方法 

サービス・オー

ストラリア 

2020 年に新設された社会サ

ービス省の行政機関で社会

保障年金制度の企画，運営 

デスクトップ調査及びメー

ル照会（回答有り） 

社会サービス省 社会保障政策の立案および

監督を行う省庁 

デスクトップ調査 

オーストラリア

国立大学 

オーストラリアの主要大学 デスクトップ調査及びメー

ル照会（回答あり） 

ニューサウスウ

ェールズ大学 

オーストラリアの主要大学 デスクトップ調査及びメー

ル照会（回答なし） 

シドニー工科大

学 

オーストラリアの主要大学 デスクトップ調査及びメー

ル照会（回答なし） 

出所）DTFA 作成 

 

４－２. 調査結果概要 

オーストラリア連邦においては、介護保険分野に関連して高齢者ケア制度における

Residential Aged Care や年金制度で資産勘案が行われている。資産は個人の申請に

基づき評価され、一度された資産評価はほかの制度においても有効になる。資産勘案

が行われるようになった背景や、それに対する世論については本調査で十分な情報を

得ることはできなかった。 

 

４－３. 基本情報 

４－３－１．国の概要 

オーストラリア連邦は、オセアニアに位置する立憲君主制国家である。人口は約

2,626 万人（豪州統計局 2022 年)で日本の約 21％、面積は日本の約 20 倍に相当する

769 万 2,024 万平方キロメートルとなっている。GDP は、１兆 6,754 億米ドル（世界

銀行 2022 年）で世界 12 位、１人当たり GDP は、64,491 米ドル（世界銀行 2022 年）

で世界 14 位であり、世界上位の所得水準である18。 

オーストラリア連邦は、自由貿易の推進に重きを置き、自由貿易協定（FTA）や経

済連携協定（EPA）の締結を積極的に進めている。2024 年６月時点で 18 の協定を締結

している。貿易総額に占める FTA／EPA 締結国・地域との貿易額（カバー率）は

82.1％にのぼる。環太平洋地域との FTA を多く締結しているが、近年では EU との FTA

についても交渉を開始している19。 
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４－３－２．社会保障制度全般 

（ア）社会保障制度の概要 

オーストラリア連邦の社会保障制度は、年金、家族手当、生活保護等の「所得保障

制度」、メディケアと呼ばれる「医療保障制度」、高齢者ケア・障害者福祉・児童福祉

といった「社会福祉制度」に大きく分かれる。このほか、民間による退職後の所得保

障制度として、被用者個人ごとに積み立てる強制貯蓄制度である「退職年金基金制度

（Superannuation）」がある。20 

所得保障制度において具体的な被保険者が受給可能な所得支援金には、高齢者年

金、障害者支援年金、アブスタディ（アボリジニおよびトレス海峡諸島民の学生を

支援するための給付金）、オースタディ（25 歳以上の学生や研修生に対する給付

金）、介護者給付金、求職者給付金、特別給付金、育児給付金（パートナーあり、

シングル）、若年者手当（学生および見習い、その他）などが挙げられる21。 

こうした給付は給付の種類に応じて収入、資産、家族構成、年齢、健康状態、就労

状況、居住状況等の基準を組み合わせることで支給額が決定される。 

オーストラリア連邦では所得保障制度及び医療保障制度が社会保険方式ではなく、

原則的に一般財源で賄われているが、オーストラリア連邦における国民皆保険制度

「メディケア」においては、メディケア税（Medicare Levy）と呼ばれるメディケア

の財源の一部を賄うために使用される社会保険料に類似した税金が課される（課税所

得の２%）22。 

（イ）実施体制 

オーストラリア連邦では、社会サービス省、健康・高齢者ケア省、サービス・オー

ストラリアの３組織が、広い意味での社会保障関連を所掌している。そのほか特定の

カテゴリーに属する国民に向けた社会保障を行う組織（退役軍人省や全国障害者保険

庁）も存在する。 

オーストラリア連邦においては社会サービス省が社会保障に関連する幅広い政策と

プログラムの策定を担っている。具体的には上述の給付金の支給や育児支援、障害者

支援、高齢者支援に関する支援プログラムを担う23。 

健康・高齢者ケア省は主に医療サービスの提供と管理を担っており、社会保障に関

連する点としてはメディケアの管理を担当する24。 

サービス・オーストラリアはオーストラリア政府の主要なサービス提供機関で、国

民に対する社会保障給付金や医療保険、育児支援などの幅広いサービスを提供してい

る25。サービス・オーストラリアは国民がオーストラリア政府の提供するサービスに

効率的にアクセスする基盤として整備され、提供される主要なサービスとしては失業

給付金、年金、障害者支援、育児給付金などの社会保障給付金を管理するセントラル

リンク、メディケア、子供の養育費の支払い・徴収をサポートするチャイルドサポー

トなどが挙げられる。 

 

４－４. 資産勘案に類似する規定 

４－４－１． 高齢者ケア制度における高齢者施設でのケア支援（Residential 

Aged Care） 

（ア）制度概要 

オーストラリア連邦においては、日本の介護保険制度に類似した制度として大き

く３つの高齢者ケア制度がある26。 

① Commonwealth Home Support Programme (CHSP) 

高齢者が自宅で独立して生活できるように支援するためのサービスを提供する。
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家事援助、食事の提供、移動支援、社会的活動への参加支援などが含まれ、サー

ビスプロバイダーが提示するサービス料を利用者が支払う。提示されるサービス

料は政府からの補助金額が加味される。 

② Home Care Packages (HCP) 

CSHP が提供できる範囲を超える、より複雑なケアニーズを持つ人々に向けた支援

サービス。サービスプロバイダーと契約を結び必要なケアを一括で受ける。利用

者は基本日額（サービスのレベルによって異なる）と収入などの評価に応じた介

護料、追加サービス料金（HCP の予算でカバーされない追加のケアやサービスに

対して支払う）を支払う。収入などの評価に応じた介護料は収入を年金からのみ

得ている利用者と収入が AUD 33,735.00 までの人々は支払い免除となる。 

③ Residential Aged Care 

高齢者介護施設に入居しケアを受ける人に対する支援。利用者の支出は基本日

額、収入・資産評価に応じたケア料金、宿泊費、追加サービス料金に分けられ、

そのうち収入・資産評価に応じたケア料金と宿泊費については収入・資産評価に

基づき利用者の負担額が決定される。 

高齢者ケア制度のうち、資産勘案が行われているのは③Residential Aged Care で

ある。 

（イ）受給資格 

 Residential Aged Care の利用そのものに対する要件は以下の通りである。 

⚫ 高齢者 

⚫ 障害、認知症、またはその他の特別なケアを必要とする若年者で、他の専門

サービスでは不十分である人 

受給に対して経済状況は考慮されないが、利用者の自己負担額においては経済状況

が考慮される。 

利用者が支払う費用は以下の通り整理され、収入・資産評価に応じたケア料金およ

び宿泊料が資産勘案の対象となる。 

基本日額：利用者の収入に関わらず基礎年齢年金の単身料率の 85%で設定 

収入・資産評価に応じたケア料金：一部の人々が支払う追加の拠出金 

宿泊費：収入・資産評価に応じ、政府の負担額を判断 

追加サービス料：利用者が利用した額に応じて支払う 

（ウ）収入・資産評価 

 Residential Aged Care においては、収入・資産評価が行われ、利用者が負担す

る収入・資産評価に応じたケア料金および宿泊料が決定される。なお、収入・資産評

価に応じたケア料金については年間 AUD 34,174.16（約 325 万円）、または生涯 AUD 

82,018.15（約 781 万円）という支払い上限がある。 

⚫ 年収が以下を下回る場合、収入・資産評価の対象外となる。 

 

表  13 収入テスト対象外の条件 

家族の状況 収入 

独身 AUD 33,735.00（約 320 万円）未満 

夫婦、病気により別居 AUD 33,059.00（約 310 万円）未満 

夫婦、同居 AUD 26,109.20（約 250 万円）未満 

出所）健康・高齢者ケア省通知27 



 

35 

 

⚫ 所有資産については、以下の段階によって評価が変化する。 

表  14 資産テストの段階評価条件 

評価段階 純資産額 

資産勘案から除外 AUD 61,500（約 580 万円）未満 

第一閾値 AUD 206,039.20（約 2000 万円） 

第二閾値 AUD 495,117.60（約 4700 万円） 

出所）健康・高齢者ケア省通知 

また、AUD 206,039.20 を超える自宅の価値は、居住者の資産評価に含まれな

い。 

⚫ 対象となる資産には以下が含まれる。 

➢ 銀行、住宅金融組合、信用組合の口座 

➢ 現金 

➢ 定期預金 

➢ 小切手口座 

➢ 管理投資 

➢ 上場株式・有価証券 

➢ ローンと社債 

➢ 非上場公開会社の株式 

➢ 金およびその他の地金 

➢ 贈与資産: 前会計年度に 10,000 ドルを超える贈与額、または過去 5 会計年

度に 30,000 ドルを超える贈与額 (またはそれらの会計年度のいずれかで 

10,000 ドルを超える金額) は、金融資産として含まれる 

➢ その他の資産（これらに限定されない） 

 家庭用品と身の回り品(これらは通常 10,000 ドル相当) 

 投資、事業権益、不動産などの外国資産 

 投資用不動産 

 切手、美術品、骨董品などの特別なコレクション 

 スーパーアニュエーション残高 

 私募信託、家族信託、民間企業 

 高齢者介護施設での宿泊に支払われた返金可能な保証金。 

（ウ） 申請から受給の流れ 

申請手続きは、マイエイジドケアのオンラインアプリケーションフォームを通

じて、または電話にて行われる。一方収入や資産についてはサービス・オースト

ラリアによって審査が行われることから、指定された収入評価フォームに記入す

る必要がある。すでに別途サービス・オーストラリアで評価済みの収入や資産に

ついては新たに収入評価フォームを提出する必要はない。評価完了すると評価に

応じたサポートプランと評価結果が共有され、具体的なサービスの利用方法に関

するガイダンスを受ける。 

 

４―４－２． 所得支援金 

（ア）制度概要 

オーストラリア連邦には、複数種類の所得支援金があり、対象を絞る形で経済的支

援を行っている。具体的な所得支援金のうち日本の生活保護に類似する支援金の一部
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を示す。 

⚫ 求職者向け支援金 

仕事を探している期間の経済的支援。病気やケガをして、普段の仕事や勉強が短

時間できなくなった場合にも活用できる。 

⚫ 学生およびオーストラリア人実習生向け支援金 

24 歳以下の学生またはオーストラリア人実習生（特定の職業や技術を学ぶため

に、実務経験を積みながら教育を受ける人々）に向けた支援。 

⚫ 子育て支援金 

育児者に向けた支援。独身かパートナーを有するかに応じて支給要件が異なる。 

⚫ 特別支援金 

経済的に困難に陥っており、他の収入支援の支払いを受ける資格がない場合の支

援。 

（イ）受給資格 

受給資格要件は支援金の種類によって異なる。例えば求職者支援金の受給資格に

は以下の要件があり28、申請者と申請者のパートナーの収入と資産状況に応じて金

額が決定される。 

⚫ 22 歳から年金受給年齢の間の年齢である 

⚫ 居住要件 

オーストラリアに居住し、次のいずれかに該当する。 

・オーストラリア市民 

・永住ビザ保有者 

・ニュージーランドの保護されたスペシャルカテゴリービザ(SCV)保有者 

⚫ 収入と資産のテストを満たしている 

 

収入と資産のテストについて詳述する。 

➢ 収入テスト 

申請者が以下収入条件を上回る場合、支援金は支給されない。 

表  15 収入テストの要件 

家族の状況 受給できる収入上限 

子供がいない独身 AUD 1,479.00（約 14 万円）未満 

独身者、55 歳以上で、9 か月

以上継続して支払いを受けて

いる 

AUD 1,583.50（約 15 万円）未満 

16 歳未満の扶養家族の子供

を主に介護する独身者で、相

互義務要件の免除が認められ

ている 

AUD 2,715.75（約 26 万円）未満 

16 歳未満の扶養家族を持つ

独身者および主な介護者 

AUD 2,273.75（約 22 万円）未満 

独身で、16 歳未満の扶養家

族がいるが、主な介護者はい

ない 

AUD 1,572.17（約 15 万円）未満 

パートナーの考慮 申請者の収入： AUD 1,368.00（約
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13 万円）未満 

＊申請者収入が AUD 150 未満の場合

はパートナーの収入が AUD 

2,568.34（約 24 万円）未満 

出所）サービス・オーストラリア 

 

➢ 資産テスト 

申請者の資産が以下の金額を超える場合、支援金は支給されない。（以下資産に自

宅は含まれない） 

表  16 資産テストの要件 

家族の状況 自家 所有者 非住宅所有者 

独身 AUD 314,000 

（約 3,000 万円） 

AUD 566,000 

（約 5,400 万円） 

パートナーの資産との組み合わ

せ 

AUD 470,000 

（約 4,500 万円） 

AUD 722,000 

（約 6,900 万円） 

片方のパートナーが受給資格を

有している場合のパートナーの資

産との組み合わせ 

AUD 470,000 AUD 722,000 

出所）サービス・オーストラリア 

 

 

（ウ）申請から受給の流れ 

申請から受給までの手続きは、サービス・オーストラリアを通じて、行われる。 

a)申請 

myGov と呼ばれる政府サービスのオンラインプラットフォームへログインの上、オン

ラインで請求する。オンラインアカウントを設定する際に身元証明が必要となる。請

求が完了すると申請に必要な書類や情報がマイページ上に表示される。通常求められ

る情報は以下の通りである。 

・納税者番号 

・銀行口座情報などの金融資産情報 

・パートナーの情報（市民権、収入情報など） 

・雇用分離証明書（求職者向け支援金の場合） 

・給与明細 

・現在残高を含むすべての銀行口座の取引明細書 

・学業関連情報（在学情報、奨学金情報など） 

・ヘルスケアカード、診断書 

b)審査 

審査では、支援金の必要性について、申請者各自の状況に応じて個別に評価が行われ

る。審査に際しては、収入テスト、資産テストに加え求職者向け支援金の場合の場合は

求職活動の計画や報告なども審査項目に含まれる。また、年齢、家族や生活の状態、健

康状態も考慮される。 
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４－４－３．年金制度 

（ア）制度概要 

オーストラリア連邦はイギリスの自治領として発展した経緯から、イギリスの社会

保障政策と歩調を合わせ、1908 年に「老齢年金・障害年金」に関する公的年金制度が

創設された。保険料負担はなく全額租税を財源としている。しかし、1969 年に財政的

負担への懸念から「資力調査（Means test）」が導入され、所得および資産が一定以上

の場合には、老齢年金が減額または支給停止する仕組みが取り入れられた29。 

1992 年には公的年金の財政負担を押さえ、社会保障を充実させるために「スーパーア

ニュエーション保証法（Superannuation Guarantee Administration Act 1992,SG 法）」

を制定し、全ての被用者 （パートタイム労働者や公務員を含む）を対象に、企業に対し

て賃金の３％を拠出することを義務付けた。これにより、オーストラリア連邦の年金

制度は、租税を財源とする公的年金「Age Pension」と、企業拠出による被用者を対象

とした私的年金「スーパーアニュエーション」という 2 本の柱からなる「Twin Pillar 

政策」が確立された。 

（イ）公的年金受給資格 

67 歳以上であり、居住規則、収入テスト、資産テストの要件を満たしている場合受

給することができる。 

⚫ 居住規則 

オーストラリアに居住し、オーストラリアにオーストラリアに物理的に存在し、オ

ーストラリアの居住者であること。 

※オーストラリアの居住者であるとされるのは、長期間オーストラリアに住んでお

り、以下のいずれかに該当する場合： 

・オーストラリア市民であること 

・永住ビザ保持者であること 

・ニュージーランドの保護特別カテゴリー（SCV）ビザ保持者であること 

⚫ 収入テスト 

２週間の収入がカットオフポイントを超えた場合、その２週間分の年金は支給さ

れない。 

表  17 カットオフポイントの条件 

家庭状況 隔週の収入カットオフポイント 

独身 AUD 2,500.80（約 24 万円） 

同居している夫婦 AUD 3,822.40 （合計） 

（約 36 万円） 

体調不良で離れて暮らす夫婦 AUD 4,949.60 （合計） 

（約 47 万円） 

移行金利の年金受給者（新しい所得

テストを使用した場合、年金率が低

くなる年金受給者） - 独身 

AUD 2,564.75 

（約 24 万円） 

移行金利年金受給者  

- 同居している夫婦 

AUD 4,168.50 （合計） 

（約 36 万円） 

移行率年金受給者  

- 体調不良により離れて暮らす夫婦 

AUD 5,077.50 （合計） 

（約 48 万円） 

出所）サービス・オーストラリア 
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また、一定以上の収入がある場合に年金額が減額される。 

表  18 年金減額の収入条件 

ルール 状況 収入の基準 減額される金額 

標準ル

ール 

独身 AUD 212（約 2 万円）

未満 

AUD ０ 

AUD 212 以上 AUD １ごとに 50 セント 

同居または体調不

良により離れて暮

らす夫婦 

AUD 372（約 3.5 万

円）未満 

（合計収入） 

AUD ０ 

AUD 372 以上 AUD １ごとに 50 セント 

移行ル

ール 

独身 AUD 212 未満 AUD ０ 

AUD 212 以上 AUD １ごとに 40 セント 

同居または体調不

良により離れて暮

らす夫婦 

AUD 372 未満（合計収

入） 

AUD ０ 

AUD 372 以上 AUD １ごとに 20 セント 

出所）サービス・オーストラリア 

 

⚫ 資産テスト 

資産が限度額を超過すると、年金の一部または満額が支給されなくなる。要件は以

下の通り。 

表  19 年金減額の資産条件（満額） 

家族状況 家持ち 非住宅所有者 

独身 AUD 314,000 

（約 3,000 万円） 

AUD 566,000 

（約 5,400 万円） 

夫婦（合計） AUD 470,000 

（約 4,500 万円） 

AUD 722,000 

（約 6,800 万円） 

体調不良により離れて暮ら

す夫婦（合計） 

AUD 470,000 AUD 722,000 

夫婦のうち片方が受給資格

を有する（合計） 

AUD 470,000 AUD 722,000 

出所）サービス・オーストラリア 

 

2024 年９月 20 日より、資産が状況に応じたカットオフポイントを超えた場合、一部

の年金が解約される。 

 

表  20 年金減額の資産条件（一部） 

家族状況 家持ち 非住宅所有者 

独身 AUD 695,500 

（約 6,600 万円） 

AUD 947,500 

（約 9,000 万円） 

夫婦（合計） AUD 1,045,500 

（約 1 億円） 

AUD 1,297,500 

（約 1.2 億円） 
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体調不良により離れて暮ら

す夫婦（合計） 

AUD 1,233,000 

（約 1.2 億円） 

AUD 1,485,000 

（約 1.4 億円） 

夫婦のうち片方が受給資格

を有する（合計） 

AUD 1,045,500 AUD 1,297,500 

出所）サービス・オーストラリア 

 

（ウ）申請から受給の流れ 

申請から受給までの手続きは、概ね生活保護制度と同様である。オンラインでの申請

が難しい場合は特定のフォームに記入しサービスセンターを訪問することで申請がで

きる。 

 

４－４－４．オーストラリア連邦の社会保障制度における資産の定義と取り扱い 

サービス・オーストラリアによると、所得支援金及び公的年金について、所得のみな

らず資産も考慮の対象とされている。 

（ア）資産の定義 

オーストラリア連邦の所得支援金及び公的年金の受給に当たっては、所得のほか資産

の保有状況も考慮される。資産はサービス・オーストラリアにおいて細かく定義され、

大きく分けて以下が含まれる。 

 金融投資 

 家財道具、身の回り品、乗り物、その他の個人資産 

 マネージド・インベストメントとスーパーアニュエーション 

 不動産 

 年金、収入源、退職年金 

 株式 

 贈与 

 個人事業主、パートナーシップ、私募信託、民間企業 

 故人の財産 

（イ）資産価値の評価方法 

資産の価値は、市場価格（時価）でそれらを販売した場合に得られるものとされてい

る。 

（ウ）データ連携・確認方法 

申請者は資産テストに際して、不動産関連書類、金融資産関連書類、負債関連書類など

の複数資産情報をオンラインまたは郵送・持参により提出し、資産の詳細を報告する。 

（エ）世論 

オーストラリア国立大学の Nicholas Biddle1 教授他の論文 30によると、オースト

ラリア国民の世論は、主な住居を資産テストに含めるべきだと考える人と、含めるべ

きではないと考える人でほぼ均等に分かれているとのことである。現在の政策設定で

は、主要な住居は資産テストに含まれておらず、資産テストの政策変更に対する世論

がいずれかに傾いていると断定することは難しいと示唆される。 

 

４－５. オーストラリア連邦における考察 

 上述の通り、オーストラリア連邦においては所得支援金や公的年金の支給に際

し、資産テストと呼ばれる保有資産の評価によって「資産勘案」が行われている。資

産の確認はオンラインでの申請・審査が行われているが、報告および書類提出そのも

のは申請者に委ねられている。 
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なお、本調査（デスクトップ調査及び関係機関へのヒアリング）では以下の点を明

らかにすることはできなかった。 

⚫ 申告漏れにつながりやすい資産（家財道具、海外に保有する資産）の把握お

よび取り扱い方法 

資産の申告が申告者にゆだねられている以上、政府による資産の網羅的な把握は困

難と考えられる。こうした資産を把握するために講じている対策、またこうした状

況に対する世論については情報を得ることができなかった。 

⚫ 資産勘案に対する評価 

本制度の運用に対しては、主な住居を資産テストに含めるべきか否かという論点に

ついての世論は確認できたものの、資産勘案そのものに対する評価については具体

的な情報を得ることができなかった。 
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III. オランダ王国現地調査 

１. 現地調査の概略  

１－１. 目的 

前章のデスクトップレビューで「日本と類似する介護保険制度があり、資産勘案が

なされているオランダ王国」について更なる詳細調査を実施するため、下記日程にて

所轄部署への訪問、ヒアリングを実施した。 

 

１－２. 日程 

今回以下の日程にてオランダ王国現地にてヒアリングを実施した。 

表  21 訪問先一覧 

日時 訪問先 目的・主なヒアリング内容 

2025年２月 24日 ケ ア 判 定 セ ンタ ー （ CIZ：

Centrum indicatiestelling 

zorg ） 

所在地はユトレヒト 

資産勘案に関する保険料算定

に関しての関与 

2025年２月 25日 中央管理庁（CAK: Centraal  

Administratiekantoor） 

税務当局（Belastingdienst） 

所在地はハーグ 

資産勘案の経緯及び実態に関

して確認 

CAK との情報連携に関しての

確認 

出所）DTFA 作成 

 

１－３. ヒアリング結果 

現地調査にて前章Ⅱのデスクトップレビューにて確認が出来なかった、もしくは不

明だった点について下記及び次項の通りヒアリング、質疑した内容をまとめる。 

表  22 ヒアリング事項一覧  

＃ 質問 回答 

１ 資産勘案制度を導入した年はいつか？ 2013 年 

２ 資産勘案制度を当時導入した背景と目

的は何か？ 

医療保険制度（の財源を）公平に

増収する為 

３ その当時、資産勘案制度への賛否はあ

ったのか？ 

当時は大変な議論があった 

 

４ 現在の資産勘案制度への賛否はどのよ

うなものか？ 

公平公正さを基に議論を進めて

きたお陰で制度自体への理解は凡

そ得られている。他方、個々人の諸

事情による資産勘案への対処や意

見は色々あり個別に対処している 

５ 資産勘案含めた全体の流れはどうなっ

ているのか？ 

次項「（4）申請から個人負担額の

決定の流れ」で説明 

６ 資産勘案の保険料試算はＨＰ上で出

来るのでしょうか？ 

個々人がＨＰで収入、資産の数

値を入力することで保険料試算が
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できる（単なる試算） 

７ オンラインで保険料は確認できるの

でしょうか？ 

CAK から開始通知レターが届い

た以降に可能 

８ CAK は税務当局とどの様に資産情報

をやり取りしているのでしょうか？ 

次項で説明。利用者からの申請

に基づき CAK 内にて保険料を試算

する際にのみ税務当局から情報デ

ータを授受する。 

なお、情報管理においては EU の

情報規制（仮称）に基づき管理徹底

しており、プライバシーマネージ

ャーの配置、情報漏洩を防ぐ様々

な手立てをしている 

出所）CAK との質疑応答を DTFA が整理作成 

 

２. 中央管理庁（CAK: Centraal Administratiekantoor）31 

中央管理庁（CAK）は長期介護法（Wlz）のみならず社会支援法（Wmo）、健康保険法

（Zvw）を網羅したオランダ王国おける医療提供とアクセス性向上に貢献することを遂

行する機関である。本部はハーグに位置する。 

CAK の主な責務を「個々人から資金を集めること」「医療制度にアクセスできない住

民が医療を受けられるようにすること」そして「ケア提供者に医療費を支払うこと」と

している。 

  

図  5 CAK オフィスの所在するビル 

出所）渡航時 DTFA 撮影 
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CAK からは下記方々にご対応頂いた。 

表  23 CAK ヒアリング出席者 

氏名 役職 

*オランダ語表記に和訳を付ける 

Marije Wolsink COO of the CAK ＊CAK の最高執行責任者 

Janke Lindeboom Manager Uitvoering Wlz ＊長期介護法の実行マネー

ジャー 

Maureen Pietersz afdeling Klantmanagement , functie: Ketenpartner 

manager ＊顧客管理部門のマネージャー 

Walter Popken afdeling Strategie en Beleid, functie: 

beleidsmedewerker ＊戦略政策部の政策担当官 

Michelle 

Schepers 

afdeling Strategie en Beleid, functie: 

beleidsmedewerker ＊戦略政策部の政策担当官 

Chris Taal medewerker corporate communication, functie: 

Strategisch communicatie adviseur ＊コーポレート

コミュニケーションの戦略コミュニケーションアドバイ

ザー 

出所）DTFA 作成 

 

  
*左より Walter Popken、Michelle Schepers。

右側が Maureen Pietersz 

*中央が Marije Wolsink（COO） 

図  6  CAK ヒアリング時の集合写真 

出所）DTFA 

 

２－１. CAK のサービス提供実態（2023 年） 

以下、CAK より提示された資料（2023 年）より長期介護法（Wlz）及び社会支援法

（Wmo）を整理する。 
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表  24 CAK のサービス提供実態  

 長期介護法 

（Wlz） 

社会支援法 

（Wmo） 

対象者数 423,000 人 851,000 人 

受領金額 

（保険料総収入に

相当） 

916.8 百万ユーロ 113.2 百万ユーロ 

ケア提供者（事業

所）への支払い 

29.9 百万ユーロ 23 百万ユーロ 

決定書送付数 649,000 通 376,000 通 

請求書送付数 270 万通 660 万通 

電話コール数 269,000 件 319,000 件 

引用）下記 CAK 資料より DTFA 整理作成 

 

  

図  7  CAK のサービス提供実態 

引用）CAK 提示資料より 

 

 

２－２. 鳥観図 

CAK より以下の鳥観図の説明を受けた。この鳥観図の上段には「zorg voor iedereen

（関係者を（全て）気遣う）」と記載があり、CAK が関係諸機関や関係者全てに対して

必要不可欠な機関である立場を意識した上で、その重責を遂行する意思を表したもの

と理解できる。 
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図  8 CAK および関連組織の鳥観図 

引用）CAK 資料（オランダ語）より 

 

２－３. 資産勘案の変遷 

CAK によれば、資産勘案に関しては以下の変遷を辿ってきた。資産勘案の前、2003

年にまず収入に連動する制度が導入された後、2013 年に資産勘案制度が導入された。

2013 年当時は自己資産の８％を勘案していたが、負担が高かったこともあり 2019 年

に４％へ半減された。また、当初から対象資産として例外の項目があったが、年を経

るごとに例外資産の規定が増えている。 

表  25 資産勘案の変遷  

年 内容（上段和訳／下段英語原文） 

2003

年 

課税所得総額に関する所得関連法の統一（導入） 

Harmonization of income-related acts for aggregated taxable 

income 

・個人の経済的貢献計算の基礎となる総所得概念（収入税と連動）

の導入 

Introduction of the concept of aggregate income (in 

combination with income tax) as a basis for calculating a 

personal financial contribution 

・委員会からの助言による、より少ない規制、より多くのケアでの

統合や規制削減（を実現するための導入） 

Advice from to committees led to harmonization and a 

reduction of administrative burdens like fewer rules, more 

care 

2012- Appendix３－１オランダ官報より下記情報を追記する 
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2013 年 ・当初は４％の自己負担額で年間約 8,000 万ユーロのコスト削減

を見込んだ 

・2013 年の予算協定で４％ではなく８％で合意され、総収益の増

加を見込んだ 

2013

年 

資産所得の加算の導入 

Introduction of a so called 

‘vermogensinkomensbijtelling’ (addition of assets to 

income) 

・個人の経済的貢献の基本は収入と資産である。資産所得への加算

は税務当局が提供する貯蓄及び投資の８％で構成される 

The basis for a personal financial contribution is now 

income and assets. The addition of assets to income 

consisted ８% of the savings and investment basis provided 

by the Tax Authorities. 

・例外となる資産として人身傷害補償金がある 

A short list of assets exceptions includes personal injury 

compensation. 

・無年金者の場合、資産から控除される 

For non-pensionable citizens, an amount is deducted from 

their assets. 

2018 年 Appendix３－２オランダ官報より下記情報を追記する 

・８％の自己負担額を４％へ引き下げる及び一時的な損害賠償金

を資産から除外する等の変更が決定された 

2019

年 

・資産所得への加算を 8%から 4％へ半減 

Halving the addition of assets to income for personal 

contributions from ８% to ４% of the assets 

・８％の場合、殆どの国民が自己資産に頼らざるを得なかった。

４％の場合このケース（自己資産に頼ること）はかなり少なくなっ

た 

At a percentage of ８%, most citizens had to rely on their 

assets. At ４%, this is much less the case 

2023-

2025

年 

新たな例外資産 

New assets exceptions 

・2023 年から 2025 年にかけて 14 の新しい資産の例外が規定され

た 

From 2023 to 2025, 14 new assets exceptions that are not 

included in the assets count. 

・資産例外の例としては、物質関連の職業病に対する補償ルール

（によって補償を受けた金額）があります。これには、アスベスト

や危険な場所での作業が含まれます 

An example of an asset’s exception is the compensation 

rule for substance-related occupational diseases. This 

included working with asbestos and hazardous types of 

point. 
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・飛行機事故や銃撃事故などの事故に起因する例外（によって補償

を受けた金額）も対象となります 

Exceptions arising from incidents are also eligible, such 

as plane crashes or shooting incidents 

出所）CAK の資料より DTFA 整理作成 

 

２－４. 申請から個人負担額の決定の流れ 

申請者である市民（De burger）からケア判定センター（CIZ）へ申請が上げられた

後、CAK がどの様な処理を行い個人負担額の決定までの流れを辿るかについては以下

の通りである。なお、記載の番号は便宜上付記した。 

表  26 申請プロセス 

＃ プロセス 所要日数 

①  De burger（市民）が CIZ へ長期介護法

（Wlz）を申請する 

身体状況確認等

を実施するので

６～８週間かか

る 

②  CIZ から Zorgkantoor（医療事務所）経由

で CAK に申請があがる 

事務処理を経て

約 1 か月超かか

る 

③  CAK は市民に開始通知レターを送付し、個

人負担額算出手続きに入ることを通知する 

約 1 か月 

④  CAK は「⑤市町村個人記録データベースで

データをチェックする」「⑥税務当局と

UWV（Dutch Institute for employee 

Benefit Scheme。オランダ労働者保険事業

団）に所得情報を要求する」「⑦SVB

（Sociale Verzekeringsbank。社会保険事

務所）で世帯構成データをチェックする」

を経て、個人負担額を算出する 

 

⑤  CAK は市民に個人負担額を決定通知する 47 日後 

⑥  ＊図には記載は無いが、個人負担額に異議

等がある場合にはこの間に協議修正がなさ

れる 

 

⑦  CAK から市民に請求書が送付される ２週間後及び

（以降）毎月 

⑧  CAK は医療提供者（Zorgaanbieder）に費

用を支払う 

 

出所）CAK の資料より DTFA 整理作成 
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図  9 申請フロー図 

引用）CAK の資料（オランダ語）より 

 

２－５. CAK の確認項目 

前項の中で CAK が具体的にチェック、確認する項目については下記の通りである。 

表  27 CAK の確認項目  

世帯構成 ✓ 個人記録データベースで、市民の名前と住所の詳細を

確認する 

✓ 最初に送る開始通知レターで、市民は世帯構成を確認

する。実際の世帯構成は登録された世帯構成と異なる可能性

があるため重要である 

✓ 同時に、社会保険銀行は、市民が受け取る年金の種類

（既婚者または未婚者向けの年金）に関する情報を提供する 

所得情報 

（収入と資産） 

✓ 税務当局に所得と資産に関する情報を要求し入手する 

✓ 個人負担額が決定される年の２年前のデータ（基準

年）を使用する 

✓ 2025 年は 33,748 ユーロ（パートナーが居ない場合）、

67,496 ユーロ（パートナーが居る場合）の資産は個人負担額

にカウントされない（控除額） 

✓ 上記を超える資産の４％が所得に加算され個人負担額

にカウントされる 

所得情報 

（課税所得） 

✓ UWV（オランダ労働者保険事業団） に情報（課税所得

について）を要求する。UWV は市民の所得に関するデータを

持っている 

✓ この情報は、高額の個人財政負担の割引に重要で、市

民が働いて給与を受け取っている場合、就労前所得の 15% 割

引がある 

出所）CAK 資料より DTFA が整理作成 

⑩   ⑨   

⑧   

②   ⑦   

⑥   

⑤   

④   

③   ②   

①   
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２－６. 税務当局との情報（データ）授受 

前項の通り CAK は税務当局及び UWV （オランダ労働者保険事業団）と「（対象市民の）

所得と資産に関する情報」授受をすることとなるが、CAK の説明では個人情報が特定さ

れることなくデータのみのやり取りを受けている。 

以下、画面サンプルとして CAK より提示されたものを基に和訳を示す。個人負担に

勘案する総資産については「Grondslag vermogen（資産基準額）191,741 ユーロより、

33,748 ユーロが控除された 157,993 ユーロ（191,741-33,748）」が赤枠線内に示されて

いる。 

 

図  10 税務当局より収集するデータ例 

出所）CAK 資料 

 

表  28 税務当局より収集するデータ例【和訳（上記 Client 事例）】＊（）：和訳 

Gegeven（データ） Bedrag 

（金額） 

Herkomst 

（出所） 

Status（状態） 

Authentiek inkomen

（純所得） 

19,355 Inkomensgegevens 

（所得データ） 

Voorlopig 

（暫定） 

Belasting AIG 

（AIG 税） 

430 Inkomensgegevens 

（所得データ） 

Voorlopig 

（暫定） 

Verzamelinkomen 

（総所得） 

19,355 Inkomensgegevens 

（所得データ） 

Voorlopig 

（暫定） 

Grondslag vermogen

（資産基準額） 

191,741 Inkomensgegevens 

（所得データ） 

Voorlopig 

（暫定） 

Bijdrage ZvW aansiag

（医療保険料課税） 

０ Inkomensgegevens 

（所得データ） 

Onbekend 

（不明） 

Bijdrage ZvW loon

（医療保険料賃金） 

969 Inkomensgegevens 

（所得データ） 

Definitief  

（確定） 

Vrijstelling 

letselschade 

（身体障害に対する損

０   
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害賠償の免除） 

Versch belasting

（税金の差額） 

430 Inkomensgegevens 

（所得データ） 

Voorlopig 

（暫定） 

Belasting buitenl. 

（外国税） 

   

Buiteng uitgaven

（特別支出） 

 Inkomensgegevens 

（所得データ） 

 

Belastbaar loon 

（課税賃金） 

17,830 Loongegevens 

（給与データ） 

Definitief  

（確定） 

Loonheffing 

（源泉徴収） 

1,027 Loongegevens 

（給与データ） 

Definitief  

（確定） 

Bruto WUV/WUBO 

（第二次世界大戦中の

迫害や戦争の犠牲者に

対する補償や給付。税

引き前） 

 Loongegevens 

（給与データ） 

 

Belasting WUV/WUBO

（第二次世界大戦中の

迫害や戦争の犠牲者に

対する補償や給付への

課税額） 

 Loongegevens 

（給与データ） 

 

出所）CAK の資料より DTFA 整理作成 

 

２－７. 個人負担額を決定する「低額もしくは高額の個人負担（low/high personal 

financial contribution）」 

個人負担額は所得、世帯、受ける介護サービスに基づいて、「低額もしくは高額の個

人負担」が決定される。低額・高額の個人負担の定義を示す。 

表  29 低額・高額の個人負担の定義 

低額の個人負担 ✓ 自身は介護施設に住み、パートナーは自宅に住んでいる

場合 

✓ 週に数日介護施設に滞在する場合（例えば夜間居住） 

✓ 自宅で完全なパッケージ（医療・介護ケアから日常支援ま

での総合パッケージ）から、またはモジュラーパッケージのサ

ービス（必要なケアや支援のみを選択）を受ける場合 

✓ 長期介護法に基づいて介護のための個人予算（利用者水

かラファケアや支援を手配するための予算を受け取る仕組み）

を持っている場合 

✓ 27 歳までの子供の扶養義務を負っている場合 

高額の個人負担 ✓ 上記に当てはまらない場合（例えばパートナーが居ない

独身者が長期で介護施設へ入居している場合） 

✓ 但し最初の 4 か月間は低額の個人負担となり、5 か月目以

降が高額の個人負担になる 

出所）CAK の資料より DTFA 整理作成 
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また、2025 年の低額もしくは高額の個人負担額については下記の通りである。 

表  30 低額もしくは高額の個人負担額 

低額の個人負担 ✓ 毎月最低 205 ユーロから、最大 1,076.6 ユーロ 

✓ 但し、モジュラーパッケージまたは個人予算の場合、毎

月最低 29.20 ユーロから、最大 900.8 ユーロ 

高額の個人負担 ✓ 毎月最低０ユーロから、最大 2,954.4 ユーロ 

✓ オランダ政府が提供する基礎年金または UWV からの給

付金を受け取った場合、受け取る金額から個人拠出金（の一

部）を直ちに差し引く 

出所）CAK の資料より DTFA 整理作成 

 

２－８. 収入や資産が基準年（２年前）より減っている場合 

個人負担額は基準年である２年前のデータに基づいて計算されるが、収入や資産が

減っている場合、基準年の変更や免除申請をすることとなる。具体的には個人負担額

の調整を申請する際、当年の課税対象収入を基準に自身で当年の予想収入を計算しな

ければならない。その年の収入データを受け取り次第、基準年の変更の条件が満たさ

れているかどうかを再度確認する。低額及び高額の場合に分けて示す。 

表  31 基準年より資産が減っている場合の調整 

低額の個人負

担の場合 

✓ 個人負担金の調整（基準年シフト） 

✓ 個人負担金の免除 

＊基準年 2023 年と現在 2025 年の収入の差が年間少なくとも

3,177.8 ユーロであるか、または参加法に基づく社会福祉給付に

基づく収入がある場合としている 

高額の個人負

担の場合 

✓ 個人負担金の調整（基準年シフト） 

＊高額の個人負担額および標準的な健康保険料を支払った後

に、ポケットマネーおよび衣料手当の基準額よりも少ないお金し

か残らない場合（非婚者は 426.03 ユーロ。既婚者は 662.69 ユー

ロ） 

CAK の資料より DTFA 整理作成 

 

２－９. 事例 

CAK より下記４事例を示されたので整理、記載する。 
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表  32 個人負担額の計算事例 

事例１ 

＊低額個人負担で資産が無い 

介護ケア：施設入居 

収入：15,000 ユーロ 

資産：０ユーロ 

生年月日：1940 年１月１日 

パートナー：無 

収入 15,000 ユーロ 

資産の 4％ ０ユーロ ＊０ユーロ×４％＝0 

対象収入 15,000 ユーロ ＊15,000＋０＝15,000 

対象％ 10％ 

年間個人負担額 1,500 ユーロ ＊15,000×10％ 

月額個人負担額 125 ユーロ  ＊1,500÷12 

月額最低個人負担額 205 ユーロ 

低額の月額個人負担額（決定） 205 ユーロ 

 

事例 2 

＊高額個人負担で資産が無い 

介護ケア：施設入居 

収入：15,000 ユーロ 

資産：０ユーロ 

税金：400 ユーロ 

生年月日：1970 年１月１日 

パートナー：無 

収入 15,000 ユーロ 

税金 400 ユーロ 

健康保険料 1,456.39 ユーロ 

お小遣い及び衣料費 

（pocket money and 

clothing） 

4,583 ユーロ 

年金対象控除 

（Deduction not 

pensionable） 

1,249 ユーロ 

現職の収入の 15％ ０ユーロ 

控除額 ０ユーロ 

資産の 4％ ０ユーロ 

年間個人負担額 7,311.61 ユーロ ＊上記収入 1.5 万ユーロか

ら税金以下全ての費用を差し引いた額 

高額の月額個人負担額（決定） 609.3 ユーロ ＊7,311.61÷12 

 

事例 3 

＊高額個人負担で資産が有る 

介護ケア：施設入居 

収入：45,000 ユーロ 

資産：100,000 ユーロ 

税金：8,500 ユーロ 

生年月日：1970 年１月１日 

パートナー：無 
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収入 45,000 ユーロ 

税金 8,500 ユーロ 

健康保険料 1,889 ユーロ 

お小遣い及び衣料費 

（pocket money and 

clothing） 

4,583 ユーロ 

年金対象控除 

（Deduction not 

pensionable） 

2,234 ユーロ 

現職の収入の 15％ ０ユーロ 

控除額 4,783.5 ユーロ 

資産の 4％ 2,188.72 ユーロ ＊（100,000-控除額 33,748）

×4％ 

年間個人負担額 25,119.22 ユーロ ＊上記収入 4.5 万ユーロ

から税金以下全ての費用を差し引いた額に資

産４％を足した額 

高額の月額個人負担額（決定） 2,099.94 ユーロ ＊25,119.22÷12 

 

事例 4 

＊低額個人負担で資産とパート

ナーが居る 

介護ケア：施設入居 

収入：20,000 ユーロ 

パートナーの収入：14,500 ユーロ 

資産：25,000 ユーロ 

パートナーの資産：10,000 ユーロ 

生年月日：1925 年１月１日 

パートナーの生年月日：1930 年１月７日 

総収入 34,500 ユーロ ＊20,000+14,500 

資産の 4％ ０ユーロ ＊パートナーが居る場合 67,496 ユ

ーロまで控除される 

年間負担対象収入 34,500 ユーロ 

対象％ 10％ 

年間個人負担額 3,450 ユーロ ＊34,500×10％ 

低額の月額個人負担額（決定） 287.5 ユーロ ＊3,450÷12 

出所）CAK の資料より DTFA 整理作成 

 

３. 税務当局（Belastingdienst）  

前項の通り、CAK からは「税務当局からの個人資産情報は（詳細情報は無く）資産合

計数値データのみのやり取り」とヒアリングしているが、そのデータやり取りを規定

しているのが Appendix ２ 「convenant tussen het CAK en de Belastingdienst

（CAK と税務当局間の覚書）15 december 2016（2016 年 12 月 15 日締結）」である。 

 

３－１. データの利用 

本覚書の第９条においてデータの利用が下記の通り規定されている。 
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【原文】  

 
 

【和訳】 

第９条 データの利用 

１. 交換されたデータは、提供された目的、すなわち前述の両当事者の業務にのみ

使用されるものとする 

２. 当事者は、交換したデータを、法定業務の遂行に必要な期間を超えて保持しな

いものとする。その他両当事者は、1995 年公文書館法に規定された要件を遵守しなけ

ればならない。 

３. TAP では、保存と破棄の要件は、さらに、選択リストと順序構造に関するもので

ある 

 

３－２. Box に関して 

オランダ王国の税務当局は各自の課税所得を下記３つのグループに分けており、そ

のグループを Box と呼んでいる。 

・Box１ ：仕事と住宅からの課税所得を指し、賃金、事業所得、自宅、AOW 給付、そ

の他の業務からの収益、または定期的な給付などからの所得が該当する 

・Box２：重要な利害関係からの課税所得を指し、あなたが（パートナーと共に）

会社の株式やその他の権利を少なくとも５％所有している場合が該当する 

・Box３：貯蓄および投資からの課税所得を指し、資産（例えば貯蓄やセカンドハ

ウス）からの所得が該当する 

各 Box にはそれぞれの税率があり、どれだけの所得税を支払う必要があるかは、課

税所得に対応する税率を適用することで計算する。 

 

４. ケア判定センター32（CIZ：Centrum indicatiestelling zorg ）  

ケア判定センター（CIZ）は子供の医療ケアから本調査目的である長期介護法（Wlz）

に基づくケアサービスの申請、評価、ケア内容の決定を行う機関であり、本部はユトレ

ヒトにある。CIZ は保険料算出に関わることは一切無く、従って本調査の資産勘案につ

いて関わることや情報共有も一切無い。 
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図  11 CIZ オフィス  

出所）DTFA 

 

４－１. CIZ の役割 

CIZ は、長期介護法に基づく介護を受ける資格がある人を５つのステップ （ケア状

況のアセスメント、継続的なモニタリング・24 時間ケアの必要性の判断、永続的な

ケアにニーズの判断、長期介護法基準の判断、ケアプロファイル・期間等の判断）に

沿って審査する。CIZ の目標は、利用者ができるだけ早く正しい指示（ケアプラン）

を受け取れることとしている。 

 

図  12 CIZ の目標 

引用）CIZ 資料より 

 

４－２. 長期介護法（Wlz）の審査件数 

2023 年、前項に基づく CIZ の Wlz 審査件数 （1 年間での審査対応件数）は 137,423

件と報告されている。 
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図  13 審査件数 

引用）CIZ 資料より 
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IV. まとめ及び考察 

１. まとめ  

１－１. 調査結果 

本調査事業において 「Ⅰの２－３－２ 絞り込み調査」の結果の通り、オランダ王

国以外は生活保護もしくは老齢年金において「受給する前に手持ち資産を現金化する

こと」を受給要件とし、「資産勘案」に類似した運用となっている。また、受給要件

であり資産の多寡により生活保護や老齢年金の金額多寡に影響を及ぼすものではな

い。 

他方、オランダ王国はⅡ及びⅢの通り長期介護法（Wlz）下、施設における 24 時間

介護ケアが必要な方を対象に、各自の個人資産を勘案した「個人負担額」の決定、徴

収を 2013 年から運用している。（調査結果は次項の通り。）。 

 

１－２. 調査項目毎のとりまとめ 

以下、図３の調査項目に基づきとりまとめる。 

表  33 調査結果とりまとめ 

対象国 オランダ王国 

所轄官庁名称 保健・福祉・スポーツ省 

（Ministry of Health, Welfare and 

Sport/Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport） 

公式 HP https://www.government.nl/ministries/ministry-

of-health-welfare-and-sport 

制度名称 長期介護法（Wet langdurige zorg(Wlz）) 

施行年 長期介護法（Wlz）は 2015 年 

制度概要 

導入経緯 基本的医療や介護給付の見直しによる支出抑制 

法令 長期介護法（Wlz） 

保険者・運営主体・費用負

担者 

国/民間健康保険会社（健康保険者/介護管理局）、

及び個人 

財源構成 • 保険料(課税所得の 9.65％ *2019 年から 2025 年

も同じ) 

• 自己負担(所得レベルによって決定) 

• 政府による補填 

対象者 長期の入院、24 時間体制のケアを必要とする高齢

者や障害者（長期医療・介護を要する人／認知症

の進行した高齢者、身体および精神障害者等） 

給付内容（サービスの種

類。利用方法） 

主として介護サービス（施設入居、在宅ケア／施設

入居、在宅ケア、個人介護予算（PGB）） 

直近の状況 Ⅱ１－５－２の記載の通り一定の評価はある 

資産要件詳細 

資産要件導入年 2013 年 

https://www.government.nl/ministries/ministry-of-health-welfare-and-sport
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-health-welfare-and-sport
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資産要件導入の経緯 介護含めた医療・介護支出が増えたため、新たな財

源として検討 

資産要件の趣旨 長期介護法（Wlz）の財源を増やすこと 

資産要件の対象 自己負担額への反映 

資産の範囲・定義 貯蓄、投資、セカンドハウスなどの資産 

資産の補足方法・アセスメ

ント 

税務当局のデータ。基準年の 2 年前より資産が減

少している場合は自己申告 

自己負担割合 資産の４％が保険料算出に加算される 

自己負担額の算定方法、控

除の有無、運用 

収入、資産、年齢、世帯、介護に基づいて、長期

介護法の個人負担額を計算する。控除金額は単

身、夫婦（パートナー）の場合で規定され、控除

金額を超える資産の 4％が収入として計算される。

２年前の資産よりも減っている場合には別途個別

申請 

保険料の算定方法、保険料

の賦課ベース、控除の有無 

同上 

保険料の徴収方法 口座引き落とし 

保険料の徴収スキーム Ⅲの２－４の通り 

基準年度 ２年前（暦年） 

申請窓口 ケア判定センター（CIZ）を経由で中央管理庁

（CAK）が実質的な窓口となる 

申請方法 CAK より自己負担額通知レターが入り、それ以降協

議、（実際の）申請となる 

資産要件に対する評価、課

題 

公平公正さを基に議論を進めてきたおかげで制度

自体への理解は凡そ得られている。他方、個々人

の諸事情による資産勘案への対処や意見は色々あ

り個別に対応している（Ⅲの１－（３）より） 

出所）各種情報から DTFA が整理作成 

 

２. 考察  

資産勘案の考察以前に、オランダ王国及び他３か国（オーストリア共和国、ノルウ

ェー王国、オーストラリア連邦）の調査を進めるに際し、日本と異なる点として「税

務や社会保障含めたデジタル管理（オンライン）」が進んでいる点を重要な背景（要

件）としてあげる。オランダ王国はⅡに記載の通り「社会保険・納税番号（BSN。所謂

マイナンバー制度）」が 2007 年より導入、既に約 18 年運用がなされ一般市民のイン

フラとして浸透済みであり、今回の長期介護法（Wlz）においてもオンライン上で申

請進捗が確認でき、自己負担額通知があった以降はオンライン上でやり取りができる。

中央管理庁（CAK）と税務当局間でのやり取りも全てオンラインでのやり取りであり、

データ授受において過大なコストや労力は掛かっていないと推察される。 

そのうえで、オランダ王国では個人の資産情報といった機微情報を扱うため、情報

管理においては EU の情報規制（仮称）に基づき管理徹底しており、プライバシーマ

ネージャーの配置、情報漏洩を防ぐ様々な手立てをしている（CAK 説明）。上記のよう

に個人情報の漏洩が無きよう長年運営されている環境の下で、2013 年から約 12 年間
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運用されている「資産勘案」について、日本が参考となる点を記す。 

 

２－１. 長期介護法（Wlz）の対象者 

オランダ王国の長期介護法（Wlz）が対象としている利用者は「施設において 24 時

間ケアが必要な方々」と重度な方々が主な対象者である。つまり「介護費用がより多く

掛かるであろう重度な方々に、その費用に見合った応分の自己負担額を徴収する制度」

として資産勘案が採用されている。 

この観点から、日本の現行制度である「要支援から要介護」まで全てを対象にした資

産勘案の検討ではなく、例えば「一定の要介護以上の方々」を対象とした運用も想定さ

れる。 

 

２－２. 資産勘案の割合の変更 

資産勘案導入 2013 年当初の割合は８％であったが、2019 年に４％と半減している

ことは、当時のオランダ王国の政権スタンスや世論動向にもよると推察される。Ⅲの

２－３に 「８％は殆どの国民が自己資産に頼る（つまり負担が大きい）」ことから、８％

は過大な設定であったと思われる。 

この観点から、割合設定が資産勘案の唯一の指標であるとは断定できないが、導入

検討に際しては最初の割合設定が重要と想定される。 

 

２－３. 例外資産の設定 

Ⅱの２－３記載の通り、資産勘案導入 2013 年当初から「例外資産＝資産勘案から除

外すべき資産（心身障害補償等）」が規定されており、2023 年から 2025 年において 14

の例外資産が追加規定されている。具体的にはアスベスト補償や飛行機事故補償とい

った「労災や補償対象となる事故」に合われた方々が受け取った資産は除外している。

表 10 の税務当局の管理する Box３の中には「ビットコインや宝くじ」といった記載も

あり、これらの資産と例外資産を明確に分けることで、公平性 ・公正性を担保する自己

負担額への決定に繋がっていると考えられる。 

この観点から、そもそも「資産の中身、例外対象資産が明確に区分（項目及び金額）、

管理」がなされている必要があると想定される。 

 

２－４. 運用上の課題（電話対応） 

Ⅲの２－１の通り、長期介護法（Wlz）において CAK が対応している年間電話コール

数は 26.9 万件に及んでいる。単純な比較は出来ないが、「公益社団法人国民健康保険

中央会」が介護保険について「苦情申立及び相談受付状況」としてまとめているデータ

は下記の通りと「年間相談件数は約６千件」で推移しており、CAK は約 45 倍の件数に

対応している。 

表  34 苦情申立及び相談受付状況 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

相談 受付 相談 受付 相談 受付 相談 受付 相談 受付 

5,954 110 5,522 89 5,865 74 5,895 65 6,263 70 

出所）公益社団法人国民健康保険中央会 33 

 

実際の CAK の電話対応内容が全て「オペレータによる人的対応か否か」は本調査で
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明確には出来ていないが、この観点から、「資産勘案による自己負担額への確認や質問、

修正申請等のやり取り、事務的対応」が一定以上かかると想定される。 

 

２－５. 運用上の課題（所要日数と対処手順の検討） 

Ⅱの２－４の通り、自己負担額が決定するまで、最初の身体状況確認期間を除き「約

３か月間超」掛かる。また、資産が２年前の基準年から減っている場合には CAK との

やり取りが追加で開始するため、やり取り内容によっては３か月間超以上の期間が掛

かることから、自己負担額の決定が遅れることによる「適切な自己負担額による支払

の遅延」が想定される。 

他方、我が国の利用者負担においては介護サービス利用時に支払を行うので、その

時点で利用者負担額が分からない場合、介護サービス事業者が混乱する等が考えられ

る。それら運用上の混乱や未回収リスクを軽減するにあたって、 

・現行の運用で一度判定を行い、資産勘案後の適切な自己負担割合と齟齬がある場

合は、追って調整する（引き落としもしくは償還等） 

・認定申請を受け付けた時点で資産要件の調査を進め、時間的空白が可能な限り無

いようにする 

等対処手順を事前に検討する必要がある。その際、保険者が更なる事務負担を負う

ことが無いよう、留意する必要がある。 

２－６. その他（資産逃れ） 

本調査に回答頂いたマーストリヒト大学 Wim Groot 教授より「オランダでは資産名

義を（パートナー以外の）子供に代えることで自己負担額を減らすこと （資産逃れ）が

行われている」とコメントを受けている。パートナー名義では資産勘案の対象になる

ので、パートナー以外の名義へ変更することを目的としている。 

この観点から、日本で検討する場合「パートナーもしくは親族名義に移動した資産

も勘案対象とする」旨の悪質な資産隠しに関しての対応検討も必要と想定される。 
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Appendix 

１. CAK 資料 *本資料はオランダ王国渡航時に配布された資料である  
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２. 税務当局と CAK の覚書 ＊本資料は税務当局より入手した資料である  
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３. 資産勘案に関する官報  

３－１. オランダ官報 2011–2012、33204 
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